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均
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測 定 局 名

用 途 地 域

有 効 測 定 日 数

測 定 時 間 数

年 平 均 値

１ 時 間 値 の 最 高 値

日 平 均 値 の ２ ％ 除 外 値

１ 時 間 値 が 0 . 1 を 超 え た 時 間 数

日 平 均 値 が 0 . 0 4 を 超 え た 日 数

日 平 均 値 が 0 . 0 4 を 超 え た 日 が

二 日 以 上 連 続 し た こ と の 有 無

環 境 基 準 の 長 期 的 評 価

４ 　 　 月

５ 　 　 月

６ 　 　 月

７ 　 　 月

８ 　 　 月

９ 　 　 月

１ 　 　 月

２ 　 　 月

３ 　 　 月

測 定 局 名

用 途 地 域

有 効 測 定 日 数

測 定 時 間 数

年 平 均 値

１ 時 間 値 の 最 高 値

日 平 均 値 の ９ ８ ％ 値

４ 　 　 月

５ 　 　 月

６ 　 　 月

７ 　 　 月

８ 　 　 月

９ 　 　 月

１ 　 　 月

２ 　 　 月

３ 　 　 月
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用 途 地 域

有 効 測 定 日 数

測 定 時 間 数

年 平 均 値

１ 時 間 値 の 最 高 値

日 平 均 値 の 9 8 ％ 値

日 平 均 値 が 0 . 0 4 p p m を

超 え た 日 数

環 境 基 準 の 長 期 的 評 価

４ 　 　 月

５ 　 　 月
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測 定 局 名

用 途 地 域

昼 間 測 定 日 数

昼 間 測 定 時 間 数

昼 間 の １ 時 間 値 が 0 . 0 6 を

超 え た 日 数 と 時 間 数

昼 間 の １ 時 間 値 が 0 . 1 2 以 上 の

日 数 と 時 間 数

昼 間 の 1 時 間 値 の 最 高 値

昼 間 の 日 最 高 1 時 間 値 の 年 平 均 値

４ 　 　 月

５ 　 　 月

６ 　 　 月

７ 　 　 月

８ 　 　 月

９ 　 　 月

１ 　 　 月

２ 　 　 月

３ 　 　 月

測 定 局 名

用 途 地 域

有 効 測 定 日 数

測 定 時 間 数

年 平 均 値

１ 時 間 値 の 最 高 値

日 平 均 値 の ２ ％ 除 外 値

１ 時 間 値 が 0 . 2 を 超 え た 時 間 数

日 平 均 値 が 0 . 1 を 超 え た 日 数

日 平 均 値 が 0 . 1 を 超 え た 日 が

二 日 以 上 連 続 し た こ と の 有 無

環 境 基 準 の 長 期 的 評 価

４ 　 　 月

５ 　 　 月

６ 　 　 月

７ 　 　 月
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測 定 局 名

用 途 地 域

有 効 測 定 日 数

測 定 時 間 数

年 平 均 値

１ 時 間 値 の 最 高 値

日 平 均 値 の ２ ％ 除 外 値

８ 時 間 平 均 値 が 2 0 p p m を

超 え た 回 数

日 平 均 値 が 1 0 p p m を

超 え た 日 数

日 平 均 値 が 1 0 p p m を 超 え た 日

が 二 日 以 上 連 続 し た こ と の 有 無

環 境 基 準 の 長 期 的 評 価

４ 　 　 月

５ 　 　 月

６ 　 　 月

７ 　 　 月

８ 　 　 月

９ 　 　 月

１ 　 　 月

２ 　 　 月

３ 　 　 月

測 定 局 名

用 途 地 域

６ 時 か ら ９ 時 の 測 定 日 数

測 定 時 間 数

年 平 均 値

6 時 か ら 9 時 に お け る 年 平 均 値

４ 　 　 月

５ 　 　 月

６ 　 　 月

７ 　 　 月

８ 　 　 月

９ 　 　 月

１ 　 　 月

２ 　 　 月

３ 　 　 月

最 高 値

最 低 値

1
0

月

1
1

月

1
2

月

1
0

月

1
1

月

1
2

月

1
0

月

1
1

月

1
2

月

－94－



令
和

４
年

度
大

気
汚

染
常

時
監

視
測

定
結

果
非

メ
タ

ン
炭

化
水

素
(
N
M
H
C
)

(
特

別
に

指
定

な
き

も
の

は
単

位
:
p
p
m
C
)

(
日

)
(
時

間
)

(
日

)
(
%
)

(
日

)
(
%
)

大
宮

小
自

排
局

住
2
2
9

5
6
8
4

0
.
0
7

0
.
0
6

0
.
2
5

0
.
0
6

0
.
0
7

0
.
0
6

0
.
0
8

0
.
0
6

0
.
0
6
0
.
0
9
0
.
0
8
0
.
1
6
0
.
0
3

0
0
.
0

0
0
.
0

南
宮

崎
自

排
局

商
3
5
7

8
6
8
8

0
.
0
8

0
.
0
7

0
.
0
6

0
.
0
7

0
.
0
5

0
.
0
6

0
.
0
7

0
.
0
9

0
.
0
7

0
.
0
8

0
.
0
9

0
.
0
8
0
.
0
6
0
.
0
7
0
.
1
9
0
.
0
1

0
0
.
0

0
0
.
0

生
目

小
自

排
局

未
3
6
3

8
6
5
7

0
.
0
6

0
.
0
6

0
.
0
6

0
.
0
5

0
.
0
3

0
.
0
4

0
.
0
4

0
.
0
4

0
.
0
4

0
.
0
5

0
.
0
6

0
.
0
5
0
.
0
5
0
.
0
5
0
.
0
9
0
.
0
1

0
0
.
0

0
0
.
0

全
炭

化
水

素
(
T
H
C
)

(
特

別
に

指
定

な
き

も
の

は
単

位
:
p
p
m
C
)

(
日

)
(
時

間
)

大
宮

小
自

排
局

住
2
2
9

5
6
8
4

2
.
1
2

2
.
1
0

2
.
2
7

2
.
0
2

2
.
0
4

2
.
0
2

2
.
0
5

2
.
0
3

2
.
0
4
2
.
0
4
2
.
0
7
2
.
3
7
1
.
9
0

南
宮

崎
自

排
局

商
3
5
7

8
6
8
8

2
.
1
0

2
.
0
8

2
.
0
4

2
.
0
3

2
.
0
0

2
.
0
4

2
.
0
8

2
.
1
3

2
.
0
9

2
.
1
3

2
.
1
3

2
.
1
0
2
.
0
4
2
.
0
8
2
.
2
9
1
.
8
8

生
目

小
自

排
局

未
3
6
3

8
6
5
7

2
.
0
8

2
.
0
9

2
.
0
5

2
.
0
2

1
.
9
8

2
.
0
1

2
.
0
5

2
.
0
8

2
.
0
9

2
.
1
0

2
.
0
9

2
.
0
9
2
.
0
3
2
.
0
6
2
.
3
1
1
.
8
6

＜
表

－
9
＞

6
～

9
時

に
お

け
る

月
間

平
均

値
6
-
9

時
の

3
時

間
平

均
値

0 . 2 を 超 え た 日 数 と

そ の 割 合

0 . 3 1 を 超 え た 日 数 と

そ の 割 合

＜
表

－
1
0
＞

6
～

9
時

に
お

け
る

月
間

平
均

値
6
-
9
時

の
3

時
間

平
均

測 定 局 名

用 途 地 域

６ 時 か ら ９ 時 の 測 定 日 数

測 定 時 間 数

年 平 均 値

6 時 か ら 9 時 に お け る 年 平 均 値

４ 　 　 月

５ 　 　 月

６ 　 　 月

７ 　 　 月

８ 　 　 月

９ 　 　 月

１ 　 　 月

２ 　 　 月

３ 　 　 月

最 高 値

最 低 値

測 定 局 名

用 途 地 域

６ 時 か ら ９ 時 の 測 定 日 数

測 定 時 間 数

年 平 均 値

6 時 か ら 9 時 に お け る 年 平 均 値

４ 　 　 月

５ 　 　 月

６ 　 　 月

７ 　 　 月

８ 　 　 月

９ 　 　 月

１ 　 　 月

２ 　 　 月

３ 　 　 月

最 高 値

最 低 値

1
0

月

1
1

月

1
2

月

1
0

月

1
1

月

1
2

月

1
0

月

1
1

月

1
2

月

1
0

月

1
1

月

1
2

月

－95－



令
和

４
年

度
大

気
汚

染
常

時
監

視
測

定
結

果

微
小

粒
子

状
物

質
(
P
M
2
.
5
)

(
特

別
に

指
定

な
き

も
の

は
単

位
:
μ

g
/
m
3
)

＜
表

－
1
1
＞

(
日

)
(
時

間
)

日
日

適
否

佐
土

原
住

3
6
3

8
6
7
7

1
1
.
6

1
2
.
3

1
1
.
0

1
4
.
3

1
2
.
6

1
1
.
9

8
.
3

1
2
.
2

7
.
8

1
0
.
8

1
1
.
3

1
2
.
7

1
1
.
4

3
3
.
0

9
7

2
7
.
5

0
0

適
祇

園
準
工

2
7
7

6
6
7
3

1
2
.
6

1
2
.
9

1
2
.
9

1
3
.
9

1
5
.
0

1
4
.
9

8
.
6

1
1
.
1

1
0
.
2

1
1
.
4

1
2
.
4

3
1
.
1

5
1

1
9
.
8

0
0

適
田

野
住

3
6
1

8
6
3
6

9
.
8

9
.
4

7
.
5

1
0
.
0

8
.
8

9
.
7

6
.
2

9
.
4

6
.
6

9
.
1

8
.
2

9
.
9

8
.
7

2
8
.
3

5
3

2
2
.
3

0
0

適
大

宮
小

自
排

局
住

3
5
8

8
6
5
4

1
0
.
7

1
1
.
4

1
0
.
4

1
2
.
9

1
1
.
2

8
.
1

5
.
0

7
.
2

5
.
5

6
.
3

6
.
9

7
.
9

8
.
7

2
8
.
1

5
9

2
5
.
0

0
0

適
生

目
小

自
排

局
未

2
9
4

7
0
8
4

9
.
8

1
0
.
0

7
.
2

9
.
1

6
.
9

9
.
6

8
.
9

1
1
.
8

1
1
.
0

1
1
.
5

9
.
6

2
9
.
3

6
9

2
2
.
3

0
0

適

月
間

平
均

値

測 定 局 名

用 途 地 域

有 効 測 定 日 数

測 定 時 間 数

年 平 均 値

日 平 均 値 の 最 高 値

１ 時 間 値 の 最 高 値

日 平 均 値 の 9 8 ％ 値

日 平 均 値 が 3 5 . 0 を 超 え た 日 数

9 8 ％ 値 評 価 に よ る 日 平 均 値 が

3 5 . 0 を 超 え た 日 数

環 境 基 準 の 長 期 的 評 価

４ 　 　 月

５ 　 　 月

６ 　 　 月

７ 　 　 月

８ 　 　 月

９ 　 　 月

１ 　 　 月

２ 　 　 月

３ 　 　 月

1
0

月

1
1

月

1
2

月

1
0

月

1
1

月

1
2

月
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測
定
地
点
名
　

：
　

宮
崎
市
立
図
書
館
　
（
宮
崎
市
花
山
手
東
3
丁
目
2
5
）
　
　
　
　
用
途
地
域

　
：
　
第
1
種
住
居
地
域

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

曇
／
曇

曇
／
曇

曇
／
晴

雨
／
曇

曇
／
晴

曇
／
曇

曇
／
曇

雨
／

曇
晴

晴
雨
／
晴

晴
／
晴

東
北
北
東

西
北
西

南
西

南
東

北
東

西
西
北

西
西

西
北
西

北
北
東

西
南
西

2
.
2
 

3
.
5
 

2
.
1
 

2
.
7
 

3
.
0
 

2
.
7
 

3
.
0
 

1
.
6
 

2
.
8
 

3
.
1
 

2
.
2
 

4
.
1
 

測
定

物
質

測
定

方
法

単
位

ｱ
ｸ
ﾘ
ﾛ
ﾆ
ﾄ
ﾘ
ﾙ

容
器

採
取

＋
G
C
/
M
S

μ
g
/
m
3

＜
0
.
0
0
4
5

0
.
0
0
8

＜
0
.
0
0
2

＜
0
.
0
0
1
5

0
.
0
0
2
5

0
.
0
0
1
4

0
.
0
0
6
9

0
.
0
1
5

＜
0
.
0
0
0
8
5

0
.
0
0
2
7

0
.
0
1
4

＜
0
.
0
0
0
9
5

0
.
0
0
5
0
 

1
2

6

ｱ
ｾ
ﾄ
ｱ
ﾙ
ﾃ
ﾞ
ﾋ
ﾄ
ﾞ

固
相

捕
集

＋
H
P
L
C

μ
g
/
m
3

1
.
3

1
.
4

1
.
0

0
.
9
8

0
.
9
9

0
.
9
1

1
.
4

1
.
4

0
.
6
9

0
.
9
6

0
.
9
3

1
.
0

1
.
1
 

1
2

0

塩
化
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ﾓ
ﾉ
ﾏ
ｰ

容
器

採
取

＋
G
C
/
M
S

μ
g
/
m
3

＜
0
.
0
0
6

＜
0
.
0
0
3
5

＜
0
.
0
0
2

＜
0
.
0
0
1
3
5

＜
0
.
0
0
3
5

0
.
0
5
2

＜
0
.
0
0
4
5

＜
0
.
0
0
2
5

＜
0
.
0
0
2
5

＜
0
.
0
0
1
5

0
.
0
0
8

＜
0
.
0
0
2
5

0
.
0
0
7
5
 

1
2

1
0

塩
化
ﾒ
ﾁ
ﾙ

容
器

採
取

＋
G
C
/
M
S

μ
g
/
m
3

1
.
2

1
.
4

1
.
3

1
.
3

1
.
2

1
.
2

1
.
1

1
.
3

1
.
1

1
.
1

1
.
2

1
.
2

1
.
2
 

1
2

0

ｸ
ﾛ
ﾑ
及
び
そ
の
化
合
物

ﾌ
ｨ
ﾙ
ﾀ
捕

集
＋

I
C
P
/
M
S

n
g
/
m
3

1
.
0
0

0
.
9
6

0
.
7
0

0
.
6
0

0
.
1
7

0
.
4
8

1
.
5

0
.
7
7

0
.
7
4

0
.
6
8

0
.
5
2

1
.
1

0
.
7
7
 

1
2

0

ｸ
ﾛ
ﾛ
ﾎ
ﾙ
ﾑ

容
器

採
取

＋
G
C
/
M
S

μ
g
/
m
3

0
.
0
9
3

0
.
1
3

0
.
2
0

0
.
0
7
6

0
.
0
7
8

0
.
0
5
8

0
.
1
0

0
.
1
3

0
.
0
8
6

0
.
0
7
7

0
.
0
7
4

0
.
0
8
8

0
.
0
9
9
 

1
2

0

酸
化
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

固
相

捕
集

＋
G
C
/
M
S

μ
g
/
m
3

0
.
0
4
8

0
.
0
7
4

0
.
0
5
1

0
.
0
1
9

0
.
0
3
2

0
.
0
3
3

0
.
0
3
9

0
.
0
4
1

0
.
0
3
3

0
.
0
3
6

0
.
0
3
1

0
.
0
3
7

0
.
0
4
0
 

1
2

0

1
,
2
-
ｼ
ﾞ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾀ
ﾝ

容
器

採
取

＋
G
C
/
M
S

μ
g
/
m
3

0
.
1
5

0
.
0
9
6

0
.
1
3

＜
0
.
0
0
2
5

＜
0
.
0
0
3

0
.
0
1
2

0
.
0
3
0

0
.
0
7
3

0
.
0
4
1

0
.
0
6
9

0
.
1
2

0
.
2
4

0
.
0
8
1
 

1
2

2

ｼ
ﾞ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ﾒ
ﾀ
ﾝ

容
器

採
取

＋
G
C
/
M
S

μ
g
/
m
3

1
.
8

0
.
6
4

6
.
4

0
.
6
9

1
.
8

0
.
5
3

4
.
8

1
.
7

0
.
7
7

0
.
5
7

2
.
3

0
.
9
0

1
.
9
 

1
2

0

水
銀
及
び
そ
の
化
合
物

金
ｱﾏ
ﾙ
ｶﾞ
ﾑ捕

集
＋
原

子
吸

光
n
g
/
m
3

1
.
9

1
.
9

1
.
6

1
.
2

1
.
4

1
.
2

1
.
7

1
.
2

1
.
4

1
.
5

2
.
0

1
.
1

1
.
5
 

1
2

0

ﾃ
ﾄ
ﾗ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

容
器

採
取

＋
G
C
/
M
S

μ
g
/
m
3

＜
0
.
0
0
7

0
.
0
6
7

＜
0
.
0
0
4
5

0
.
0
1
1

＜
0
.
0
0
4
5

0
.
0
1
2

＜
0
.
0
0
5

0
.
0
1
3

＜
0
.
0
0
6
5

＜
0
.
0
0
3

＜
0
.
0
0
6

＜
0
.
0
0
6
5

0
.
0
1
2
 

1
2

8

ﾄ
ﾘ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

容
器

採
取

＋
G
C
/
M
S

μ
g
/
m
3

＜
0
.
0
0
4
5

＜
0
.
0
0
4

＜
0
.
0
0
3

＜
0
.
0
0
1

＜
0
.
0
0
2
5

＜
0
.
0
0
4

＜
0
.
0
0
4

＜
0
.
0
0
3
5

＜
0
.
0
0
5
5

＜
0
.
0
0
3

＜
0
.
0
0
4

＜
0
.
0
0
3

0
.
0
0
3
5
 

1
2

1
2

ﾄ
ﾙ
ｴ
ﾝ

容
器

採
取

＋
G
C
/
M
S

μ
g
/
m
3

1
.
0

4
.
0

1
.
0
0

0
.
8
8

0
.
6
5

1
.
1

0
.
9
1

2
.
1

0
.
9
0

1
.
4

1
.
1

0
.
6
9

1
.
3
 

1
2

0

ﾆ
ｯ
ｹ
ﾙ
化
合
物

ﾌ
ｨ
ﾙ
ﾀ
捕

集
＋

I
C
P
/
M
S

n
g
/
m
3

0
.
7
6

0
.
9
4

0
.
7
6

1
.
0

0
.
2
7

0
.
1
9

1
.
2

1
.
3

0
.
4
6

0
.
6
3

0
.
4
3

0
.
9
7

0
.
7
4
 

1
2

0

ヒ
素
及
び
そ
の
化
合
物

ﾌ
ｨ
ﾙ
ﾀ
捕

集
＋

I
C
P
/
M
S

n
g
/
m
3

0
.
5
1

1
.
2

0
.
4
9

0
.
1
0

0
.
0
8
2

0
.
0
5
3

0
.
5
4

0
.
2
8

0
.
4
5

0
.
6
2

0
.
3
2

2
.
7

0
.
6
1
 

1
2

0

1
,
3
-
ﾌ
ﾞ
ﾀ
ｼ
ﾞ
ｴ
ﾝ

容
器

採
取

＋
G
C
/
M
S

μ
g
/
m
3

＜
0
.
0
0
6

＜
0
.
0
0
3

＜
0
.
0
0
3

0
.
0
0
5
1

＜
0
.
0
0
3
5

0
.
0
0
5
2

＜
0
.
0
0
1
5

0
.
0
1
9

＜
0
.
0
0
2
5

＜
0
.
0
0
2

0
.
0
1
1

＜
0
.
0
0
1
5

0
.
0
0
5
3

1
2

8

ﾍ
ﾞ
ﾘ
ﾘ
ｳ
ﾑ
及
び
そ
の
化
合
物

ﾌ
ｨ
ﾙ
ﾀ
捕

集
＋

I
C
P
/
M
S

n
g
/
m
3

0
.
0
0
2
0

0
.
0
0
5
0

0
.
0
0
2
0

＜
0
.
0
0
0
4

＜
0
.
0
0
0
5
5

＜
0
.
0
0
0
3
5

0
.
0
0
3
4

0
.
0
0
1
9

0
.
0
0
3
8

0
.
0
0
5
1

0
.
0
0
2
3

0
.
0
0
9
8

0
.
0
0
3
1

1
2

3

ﾍ
ﾞ
ﾝ
ｾ
ﾞ
ﾝ

容
器

採
取

＋
G
C
/
M
S

μ
g
/
m
3

0
.
5
1

0
.
6
6

0
.
5
3

0
.
2
0

0
.
0
9
0

0
.
2
0

0
.
3
6

0
.
8
3

0
.
3
0

0
.
5
7

0
.
9
0

0
.
4
0

0
.
4
6
 

1
2

0

ﾍ
ﾞ
ﾝ
ｿ
ﾞ
(
a
)
ﾋ
ﾟ
ﾚ
ﾝ

ﾌ
ｨ
ﾙ
ﾀ
捕

集
＋

H
P
L
C

n
g
/
m
3

0
.
0
7
2

0
.
2
1

0
.
0
3
4

0
.
0
0
3
9

0
.
0
0
1
2

0
.
0
1
7

0
.
0
4
4

0
.
0
5
0

0
.
0
4
4

0
.
0
9
0

0
.
0
6
1

0
.
0
2
8

0
.
0
5
5
 

1
2

0

ﾎ
ﾙ
ﾑ
ｱ
ﾙ
ﾃ
ﾞ
ﾋ
ﾄ
ﾞ

固
相

捕
集

＋
H
P
L
C

μ
g
/
m
3

1
.
9

1
.
8

1
.
3

1
.
0

1
.
3

1
.
4

1
.
7

1
.
3

0
.
8
5

1
.
2

1
.
2

1
.
3

1
.
4
 

1
2

0

ﾏ
ﾝ
ｶ
ﾞ
ﾝ
及
び
そ
の
化
合
物

ﾌ
ｨ
ﾙ
ﾀ
捕

集
＋

I
C
P
/
M
S

n
g
/
m
3

2
.
4

5
.
3

3
.
1

0
.
3
7

0
.
6
0

0
.
4
3

3
.
7

4
.
4

2
.
5

3
.
7

2
.
1

9
.
7

3
.
2
 

1
2

0

令
和

４
年

度
有

害
大

気
汚

染
物

質
監

視
事

業
の

結
果

の
詳

細

＜
表

－
1
2
＞

天
候

主
風

向

風
速

 (
m

/
s)

測
定

結
果

平
均

値
測

定
回

数
N
.
D
数

気
象

条
件
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(Ａ
)

(Ａ
')

(Ｂ
)

(C
)

(D
)

(E
)

(F
)

(G
)

(Ｈ
)

(Ｉ
)

(J
)

(K
)

(L
)

(M
)

(N
)

(O
)

(Ｐ
)

(Q
)

(R
)

(S
)

(Ｔ
)

(Ｕ
)

(Ｖ
)

(Ｗ
)

(Ｘ
)

(Ｙ
)

(Ｚ
)

(
a
)

(
b
)

(
c
)

(
d
)

① ば
い

煙
発

生
施

設
（
②

の
ば

い
煙

発
生

施
設

を
除

く
）

1
5

3
9

1
1

② 電
気

工
作

物
・

ガ
ス

工
作

物
・

鉱
山

に
係

る
施

設
た

る
ば

い
煙

発
生

施
設

4
1
0

0

③ 一
般

粉
じ

ん
発

生
施

設
（
④

の
施

設
を

除
く

）
3

8
0

④ 電
気

工
作

物
・

ガ
ス

工
作

物
・

鉱
山

に
係

る
施

設
た

る
一

般
粉

じ
ん

発
生

施
設

⑤ 特
定

施
設

⑥ 指
定

物
質

排
出

施
設

⑦ Ｖ
Ｏ

Ｃ
排

出
施

設
1

1
0

⑧ 電
気

工
作

物
・

ガ
ス

工
作

物
・

鉱
山

に
係

る
施

設
た

る
Ｖ

Ｏ
Ｃ

排
出

施
設

⑨ 水
銀

排
出

施
設

1
1

0

⑩ 電
気

工
作

物
・

ガ
ス

工
作

物
・

鉱
山

に
係

る
施

設
た

る
水

銀
排

出
施

設

令
和

４
年

度
工

場
・

事
業

場
へ

の
立

入
検

査
実

施
件

数
等

調
べ

＜
表

－
1
3
＞

硫
黄

酸
化

物
に

係
る

指
定

地
域
内

窒
素
酸
化
物
に
係
る
指
定
地
域
内

立
入

検
査

（
法

第
2
6
条

）

季
節

に
よ

る
燃

料
使

用
規

制
地

域
内

1
7
条

関
係

特
定

工
場

・
事

業
場

特
定

工
場

・
事

業
場

以
外

の
工

場
・
事

業
場

特
定

工
場

・
事

業
場

実 施 工 場 ・ 事 業 場 数

実 施 施 設 数

法
対

象
区

分

計 画 変 更 命 令 等 施 設 数

（ 法 第 ９ 条 ・ 第 １ ７ 条 の ８ ・ 第 １ ８ 条 の ２ ６ ）

排 出 基 準 違 反 告 発 施 設 数

（ 法 第 １ ３ 条 第 １ 項 違 反 ）

改 善 勧 告 施 設 数 （ 法 第 １ ８ 条 の ２ ９ 第 １ 項 ）

改 善 命 令 ・ 基 準 適 合 命 令 施 設 数

（ 法 第 １ ４ 条 第 １ 項 ・ 第 １ ８ 条 の ４ ・

第 １ ７ 条 の １ １ ・ 第 １ ８ 条 の ２ ９ 第 ２ 項 ）

一 時 停 止 命 令 施 設 数

（ 法 第 １ ４ 条 第 １ 項 ・ 第 １ ８ 条 の ４ ・

第 １ ７ 条 の １ １ ）

( B ） （ E ） 又 は （ F ） の 命 令 違 反

告 発 施 設 数

届 出 違 反 告 発 施 設 数

経 済 産 業 大 臣 等 へ の 要 請 施 設 数

指 定 物 質 排 出 飛 散 抑 制 勧 告 施 設 数

（ 法 附 則 ［ 昭 ４ ３ ・ ６ ・ １ ０ 公 布 ］ 第 １ ０ 項 ）

測 定 記 録 の 保 存 等 に 係 る 違 反 の 告 発 施 設 数

（ 法 第 １ ６ 条 違 反 ）

行 政 指 導 施 設 数

備
考

燃 料 基 準 適 合 勧 告 施 設 数

（ 法 第 １ ５ 条 第 １ 項 ）

燃 料 基 準 適 合 命 令 施 設 数

（ 法 第 １ ５ 条 第 ２ 項 ）

( J ） の 命 令 違 反 告 発 施 設 数

計 画 変 更 命 令 工 場 ・ 事 業 場 数

（ 法 第 ９ 条 の ２ ）

総 量 規 制 基 準 違 反 告 発 工 場 ・

事 業 場 数

（ 法 第 １ ３ 条 の ２ 第 １ 項 違 反 ）

改 善 命 令 等 工 場 ・ 事 業 場 数

（ 法 第 １ ４ 条 第 ３ 項 ）

( N ） の 命 令 違 反 告 発 工 場

・ 事 業 場 数

経 済 産 業 大 臣 等 へ の

要 請 工 場 ・ 事 業 場 数

燃 料 基 準 適 合 勧 告 工 場 ・

事 業 場 数

（ 法 第 １ ５ 条 の ２ 第 １ 項 ）

燃 料 基 準 適 合 命 令 工 場 ・

事 業 場 数

（ 法 第 １ ５ 条 の ２ 第 ２ 項 ）

( R ） の 命 令 違 反 告 発 工 場 ・

事 業 場 数

計 画 変 更 命 令 工 場 ・ 事 業 場 数

（ 法 第 ９ 条 の ２ ）

総 量 規 制 基 準 違 反 告 発 工 場 ・

事 業 場 数

（ 法 第 １ ３ 条 の ２ 第 １ 項 違 反 ）

改 善 命 令 等 工 場 ・ 事 業 場 数

（ 法 第 １ ４ 条 第 ３ 項 ）

( W ） の 命 令 違 反 告 発 工 場

・ 事 業 場 数

経 済 産 業 大 臣 等 へ の

要 請 工 場 ・ 事 業 場 数

事 故 時 の 措 置 命 令 施 設 数

（ 法 第 １ ７ 条 第 ３ 項 ）

( Z ） の 命 令 違 反 告 発 工 場 ・

事 業 場 数
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１
）
ば
い
煙
発
生
施
設

（
Ｂ

）
（

Ｃ
）

（
Ｄ

）
（

Ｅ
）

（
Ｆ

）
（

Ｇ
）

（
Ｈ

）
（

Ｉ
）

（
Ｊ

）
測

定
件

数
2

2
2

基
準

超
過

件
数

測
定

件
数

基
準

超
過

件
数

測
定

件
数

基
準

超
過

件
数

測
定

件
数

基
準

超
過

件
数

測
定

件
数

0
2

2
0

0
0

0
0

2
基

準
超

過
件

数
0

0
0

0
0

0
0

0
0

※
⑤

合
計

＝
①

＋
②

＋
③

＋
④
（
自
動
計
算
）

２
）
Ｖ
Ｏ
Ｃ
排
出
施
設

＜
表
－
1
5
＞

３
）
水
銀
排
出
施
設

（
Ｋ

）
（

Ｌ
）

測
定

件
数

基
準

超
過

件
数

測
定

件
数

基
準

超
過

件
数

測
定

件
数

基
準

超
過

件
数

測
定

件
数

基
準

超
過

件
数

測
定

件
数

0
0

基
準

超
過

件
数

0
0

※
 
⑩

合
計

＝
⑥

＋
⑦

＋
⑧
＋
⑨
（
自
動
計
算
）

※
 
⑮
合
計
＝
⑪
＋
⑫
＋
⑬

＋
⑭
（
自
動
計
算
）

令
和

４
年

度
ば

い
煙

量
・

V
O
C
・

水
銀

測
定

件
数

等
調

べ

＜
表

－
1
4
＞

硫
黄

酸
化

物
(
Ａ

)
有

害
物

質

＜
表

－
1
6
＞

測
定

件
数

基
準

超
過

件
数

測
定

件
数

基
準

超
過

件
数

測
定

件
数

基
準

超
過

件
数

測
定

件
数

基
準

超
過

件
数

測
定

件
数

基
準

超
過

件
数

法
対

象
区

分
ば

い
じ

ん
燃

料
の

硫
黄

含
有

率
の

測
定

（
Ｂ
）
以
外
の

方
法
に
よ
る
硫

黄
酸
化
物
の
量

の
測
定

カ
ド

ミ
ウ

ム
・

カ
ド

ミ
ウ

ム
化

合
物

塩
素

塩
化

水
素

弗
素

・
弗

化
水

素
弗

化
珪

素

鉛 ・
鉛

化
合

物
窒

素
酸

化
物

①
ば
い
煙
発
生
施
設

（
②
,
③
及
び
④
の
ば
い
煙
発
生
施
設
を
除
く
）

②
電
気
工
作
物
た
る
ば

い
煙
発
生
施
設

③
ガ
ス
工
作
物
た
る
ば

い
煙
発
生
施
設

④
鉱
山
に
係
る
施
設
た

る
ば
い
煙
発
生
施
設

⑤
合
計

法
対

象
区

分
Ｖ

Ｏ
Ｃ

法
対
象
区
分

水
銀

⑥
Ｖ
Ｏ
Ｃ
排
出
施
設

（
⑦
,
⑧
及
び
⑨
の
Ｖ
Ｏ
Ｃ
排
出
施
設
を
除
く
）

⑪
水

銀
排

出
施

設
（

⑫
,
⑬

及
び

⑭
の

水
銀

排
出

施
設

を
除

く
）

⑦
電
気
工
作
物
た
る
Ｖ

Ｏ
Ｃ
排
出
施
設

⑫
電

気
工

作
物

た
る

水
銀

排
出

施
設

⑧
ガ
ス
工
作
物
た
る
Ｖ

Ｏ
Ｃ
排
出
施
設

⑬
ガ

ス
工

作
物

た
る

水
銀

排
出

施
設

⑨
鉱
山
に
係
る
施
設
た

る
Ｖ
Ｏ
Ｃ
排
出
施
設

⑭
鉱

山
に

係
る

施
設

た
る

水
銀

排
出

施
設

⑩
合
計

※
⑮

合
計

※
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（
届

出
施

設
数

）

（
Ａ

）
（

Ｂ
）

（
Ｃ

）
（

Ｄ
）

（
Ｅ

）
（

Ｅ
'
）

（
Ｆ

）
（

Ｇ
）

（
Ｈ

）
（

Ｉ
）

（
Ｊ

）
（

Ｋ
）

（
Ｌ

）
（

Ｍ
）

（
Ｎ

）

1
ボ

イ
ラ

ー
2
4
5

8
2
0

-
1
2

-
5
7

1
7
6

1
7
6

2
ガ

ス
発

生
炉

・
ガ

ス
加

熱
炉

0
0

0
0

3
焙

焼
炉

・
焼

結
炉

・
煆

焼
炉

0
0

0
0

4
溶

鉱
炉

・
転

炉
・

平
炉

0
0

0
0

5
金

属
溶

解
炉

0
0

0
0

6
金

属
鍛

造
・

圧
延

加
熱

・
熱

処
理

炉
0

0
0

0
7

石
油

加
熱

炉
0

0
0

0
8

触
媒

再
生

塔
0

0
0

0
8
の

2
燃

焼
炉

0
0

0
0

9
窯

業
焼

成
炉

・
溶

融
炉

0
0

0
0

1
0

反
応

炉
・

直
火

炉
4

1
-
1

3
3

1
1

乾
燥

炉
1
1

0
1

1
2

1
2

1
2

電
気

炉
0

0
0

0
1
3

廃
棄

物
焼

却
炉

5
0

5
5

1
4

銅
・

鉛
・

亜
鉛

の
精

錬
用

焙
焼

炉
等

0
0

0
0

1
5

乾
燥

施
設

（
カ

ド
ミ

ウ
ム

系
顔

料
等

製
造

用
）

0
0

0
0

1
6

塩
素

急
速

冷
却

施
設

0
0

0
0

1
7

溶
解

槽
（

塩
化

第
二

鉄
製

造
用

）
0

0
0

0
1
8

活
性

炭
製

造
用

反
応

炉
0

0
0

0
1
9

塩
素

・
塩

化
水

素
反

応
施

設
等

0
0

0
0

2
0

電
解

炉
（

ア
ル

ミ
精

錬
用

）
0

0
0

0
2
1

燐
酸

質
肥

料
等

製
造

施
設

0
0

0
0

2
2

弗
酸

製
造

用
施

設
0

0
0

0
2
3

ト
リ

ポ
リ

燐
酸

ナ
ト

リ
ウ

ム
製

造
用

施
設

0
0

0
0

2
4

溶
解

炉
（

鉛
の

二
次

精
錬

用
）

0
0

0
0

2
5

溶
解

炉
（

鉛
蓄

電
池

製
造

用
）

0
0

0
0

2
6

鉛
系

顔
料

製
造

用
溶

解
炉

等
0

0
0

0
2
7

硝
酸

製
造

用
施

設
0

0
0

0
2
8

コ
ー

ク
ス

炉
0

0
0

0
2
9

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

1
0

0
1
0

2
0

1
8

2
8

3
0

デ
ィ

ー
ゼ

ル
機

関
1
5

0
-
2

1
3

1
6
3

1
5
8

1
7
1

3
1

ガ
ス

機
関

0
0

0
5

5
5

3
2

ガ
ソ

リ
ン

機
関

0
0

0
0

0
0

0
0

2
9
0

8
0

2
1

-
1
3

-
5
8

2
1
9

0
1
8
8

0
0

1
8
1

0
0

4
0
0

（
工

場
・

事
業

場
数

）
＜

表
－

1
8
＞

（
Ａ

）
（

Ｂ
）

1
2
6

9
5

1
3
3

1
2
9

※
 
「

⑤
全

工
場

・
事

業
場

数
」

に
は

、
大

気
汚

染
防

止
法

、
電

気
事

業
法

、
ガ

ス
事

業
法

及
び

鉱
山

保
安

法

2
2
3

2
0
2

 
　

に
係

る
施

設
の

い
ず

れ
か

を
保

有
す

る
（

重
複

を
除

い
た

）
実

際
の

工
場

・
事

業
場

数
を

計
上

す
る

。

令
和

４
年

度
ば

い
煙

発
生

施
設

設
置

届
出

件
数

等
調

べ
＜

表
－

1
7
＞

大
気

汚
染

防
止

法
に

係
る

施
設

た
る

ば
い

煙
発

生
施

設
数

令
和

4
年

度
中

の
設

置
・

使
用

・
廃

止
届

出
施

設
数

施
設

種
類

不
明

施
設

合
計

①
大

気
汚

染
防

止
法

届
出

ば
い

煙
発

生
施

設
保

有
工

場
・

事
業

場

②
電

気
工

作
物

た
る

ば
い

煙
発

生
施

設
保

有
工

場
・

事
業

場

③
ガ

ス
工

作
物

た
る

ば
い

煙
発

生
施

設
保

有
工

場
・

事
業

場

④
鉱

山
に

係
る

施
設

た
る

ば
い

煙
発

生
施

設
保

有
工

場
・

事
業

場

⑤
全

工
場

・
事

業
場

数

電
気

工
作

物
・

ガ
ス

工
作

物
・

鉱
山

に
係

る
施

設
た

る
ば

い
煙

発
生

施
設

数

設
置

届
出

（
法

第
6
条

（
第

1
項

）

使
用

届
出

（
法

第
7
条

（
第

1
項

）

使
用

廃
止

届
出

（
法

第
1
1
条

）

令
和

4
年

度
中

の
増

減

令
和

3
年

度
末

現
在

の
届

出
施

設
数

（
前

回
報

告
値

）
令

和
4
年

度
末

現
在

の
届

出
施

設
数

電
気

工
作

物
ガ

ス
工

作
物

鉱
山

に
係

る
施

設
電

気
工

作
物

ガ
ス

工
作

物
鉱

山
に

係
る

施
設

令
和

3
年

度
末

現
在

の
工

場
・

事
業

場
数

(
前

回
報

告
値

)

令
和

4
年

度
末

現
在

の
工

場
・

事
業

場
数

施
行

令
別

表
第

一
の

項
番

号

施
設

種
類

合
計

令
和

3
年

度
末

現
在

の
届

出
施

設
数

(
前

回
報

告
値

)

届
出

以
外

の
理

由
に

よ
る

令
和

4
年

度
中

の
増

減
（

見
な

し
廃

止
、

誤
り

等
）

令
和

4
年


度

末
現

在


の
届

出


施
設

数
 

令
和

4
年

度
中

の
変

更
届

出
施

設
数

（
法

第
8
条

）

法
対

象
区

分

－100－



（
届
出
施
設
数
）

＜
表

－
1
9
＞

（
A
）

（
B
）

（
C
）

（
D
）

（
E
）

（
E
'
）

（
F
）

（
G
）

（
H
）

（
I
）

（
J
）

（
K
）

（
L
）

（
M
）

（
N
）

1
コ

ー
ク

ス
炉

0
 

0
 

0
 

0
 

2
堆

積
場

1
1
 

0
 

1
1
 

1
1
 

3
コ

ン
ベ

ア
5
9
 

2
 

0
 

5
 

-
3
 

5
6
 

5
6
 

4
破

砕
機

・
摩

砕
機

1
0
 

0
 

1
0
 

1
0
 

5
ふ

る
い

6
 

0
 

6
 

6
 

8
6
 

2
 

0
 

5
 

-
3
 

0
 

8
3
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

8
3
 

（
工
場
・
事
業
場
数
）

＜
表
－
2
0
＞

（
A
）

（
B
）

1
4
 

1
4
 

※
「

⑤
全

工
場

・
事

業
場

数
」

に
は

、
大

気
汚

染
防

止
法

、
電

気
事

業
法

、
ガ

ス
事

業
法

及
び

鉱
山

保
安

法

1
4
 

1
4
 

　
に

係
る

施
設

の
い

ず
れ

か
を

保
有

す
る

（
重

複
を

除
い

た
）

実
際

の
工

場
・

事
業

場
数

を
計

上
す

る
。

令
和

４
年

度
一

般
粉

じ
ん

発
生

施
設

設
置

届
出

件
数

等
調

べ

大
気

汚
染

防
止

法
に

係
る

施
設

た
る

一
般

粉
じ

ん
発

生
施

設
数

令
和

4
年

度
中

の
設

置
・

使
用

・
廃

止
届

出
施

設
数

施
設

合
計

①
大

気
汚

染
防

止
法

届
出

一
般

粉
じ

ん
発

生
施

設
保

有
工

場
・

事
業

場

②
電

気
工

作
物

た
る

一
般

粉
じ

ん
発

生
施

設
保

有
工

場
・

事
業

場

③
ガ

ス
工

作
物

た
る

一
般

粉
じ

ん
発

生
施

設
保

有
工

場
・

事
業

場

④
鉱

山
に

係
る

施
設

た
る

一
般

粉
じ

ん
発

生
施

設
保

有
工

場
・

事
業

場

⑤
全

工
場

・
事

業
場

数

電
気

工
作

物
・

ガ
ス

工
作

物
・

鉱
山

に
係

る
施

設
た

る
一

般
粉

じ
ん

発
生

施
設

数

合
計

令
和

3
年

度
末

現
在

の
届

出
施

設
数

(
前

回
報

告
値

)

届
出

以
外

の
理

由
に

よ
る

令
和

4
年

度
中

の
増

減
（

見
な

し
廃

止
、

　
誤

り
等

）

令
和

4
年

度
末

現
在

の
届

出
施

設
数

令
和

4
年

度
中

の
変

更
届

出
施

設
数

(
法

第
1
8
条

 
 

 
第

3
項

)

設
置

届
出

(
法

第
1
8
条

 
 

 
第

１
項

)

使
用

届
出

(
法

第
1
8
条

 
 

の
2
第

1
項

)

使
用

廃
止

届
出

（
法

第
1
8
条

 
の

1
3
第

2
項

)

令
和

4
年

度
中

　
　

の
増

減

令
和

3
年

度
末

現
在

の
届

出
施

設
数

（
前

回
報

告
値

）
令

和
4
年

度
末

現
在

の
届

出
施

設
数

電
気

工
作

物
ガ

ス
工

作
物

鉱
山

に
係

る
施

設
電

気
工

作
物

ガ
ス

工
作

物
鉱

山
に

係
る

施
設

法
対

象
区

分

令
和

3
年

度
末

現
在

の
工

場
・

事
業

場
数

（
前

回
報

告
値

）

令
和

4
年

度
末

現
在

の
工

場
・

事
業

場
数

施
行

令
別

表
第

二
の

項
番

号
施

設
種

類

－101－



＜
表
－
2
1
＞

う
ち

、
吹

き
付

け
施

工
の

石
綿

含
有

仕
上

建
材

1
（

A
）

解
体

作
業

2
(
0
)

2
(
0
)

2

2

（
B
）

解
体

作
業

の
う

ち
、

石
綿

を
含

有
す

る
断

熱
材

、
保

温
材

、
耐

火
被

覆
材

を
掻

き
落

と
し

、
切

断
、

又
は

破
砕

以
外

の
方

法
で

除
去

す
る

作
業

3
(
0
)

1
(
0
)

2
(
0
)

3

（
C
）

解
体

作
業

の
う

ち
、

あ
ら

か
じ

め
特

定
建

築
材

料
を

除
去

す
る

こ
と

が
困

難
な

作
業

4
（

D
）

改
造

・
補

修
作

業
1

(
0
)

1
(
0
)

6
(
0
)

2
(
0
)

2
1

(
0
)

3
(
0
)

※
 
「

（
E
)
作

業
数

計
」
に
は
、
(
A
)
、
(
B
)
、
(
C
)
、
（
D
)
に
係
る
合
計
数
の
う
ち
、
重
複
を
除
い
た
作
業
（
法
施
行
令
第
3
条
の
4
）
件
数
を
計

上
す

る
。

（
備

考
）

　
（

　
）

内
に
は
作
業
実
施
件
数
の
う
ち
、
工
作
物

（
建
築
物
を
除
く
）
に
係
る
件
数
を
内
数
で
計
上
す
る
。

令
和

４
年

度
特

定
粉

じ
ん

排
出

等
作

業
実

施
届

出
件

数
等

調
べ

令
和

4
年

度
中

の
特

定
粉

じ
ん

排
出

等
作

業
実

施
件

数
（

法
第

1
8
条

の
1
5
）

特
定

建
築

材
料

の
種

類
（

施
行

令
第

3
条

の
3
）

（
第

1
号

）

吹
付

け
石

綿

（
E
）

作
業

数
計

※

（
F
）

届
出

数
計

7

施
行

規
則

別
表

第
七

の
項

番
号

作
業

の
種

類
備

考
（

第
1
項

）

通
常

の
場

合

（
第

2
項

）
災

害
そ

の
他

非
常

事
態

発
生

に
よ

る
緊

急
の

場
合

　
　

（
第

2
号

）

断
熱

材

（
第

2
号

）

保
温

材

（
第

2
号

）

耐
火

被
覆

材

－102－



（
届
出
施
設
数
）

（
A
）

（
B
）

（
C
）

（
D
）

（
E
）

（
E
'
）

（
F
）

（
G
）

（
H
）

（
I
）

（
J
）

（
K
）

（
L
）

（
M
）

（
N
）

1
V

O
C

を
溶

剤
と

し
て

使
用

す
る

化
学

製
品

の
製

造
の

用
に

供
す

る
乾

燥
施

設
0

0
0

0

2
塗

装
施

設
1

1
-
1

0
0

0

3
塗

装
の

用
に

供
す

る
乾

燥
施

設
0

0
0

0

4
印

刷
回

路
用

銅
張

積
層

板
、

粘
着

テ
ー

プ
若

し
く

は
粘

着
シ

ー
ト
、

は
く

離
紙

又
は

包
装

材
料

の
製

造
に

係
る

接
着

の
用

に
供

す
る

乾
燥

施
設

1
0

-
1

0
0

5
接

着
の

用
に

供
す

る
乾

燥
施

設
0

0
0

0

6
印

刷
の

用
に

供
す

る
乾

燥
施

設
（
オ

フ
セ

ッ
ト
輪

転
印

刷
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
0

0
0

0

7
印

刷
の

用
に

供
す

る
乾

燥
施

設
（
グ

ラ
ビ

ア
印

刷
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
0

0
0

0

8
工

業
の

用
に

供
す

る
V

O
C

に
よ

る
洗

浄
施

設
0

0
0

0

9
ガ

ソ
リ
ン

、
原

油
、

ナ
フ

サ
そ

の
他

の
温

度
３

７
．

８
度

に
お

い
て

蒸
気

圧
が

２
０

キ
ロ

パ
ス

カ
ル

を
超

え
る

V
O

C
の

貯
蔵

タ
ン

ク
0

0
0

0

施
設

合
計

2
0

0
1

-
1

-
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0

（
工
場
・
事
業
場
数

）
＜

表
－

2
3
＞

（
A
）

（
B
）

2
0

※
「

⑤
全

工
場

・
事

業
場

数
」

に
は

、
大

気
汚

染
防

止
法

、
電

気
事

業
法
、
ガ
ス
事
業
法
及
び
鉱
山
保
安
法

　
に

係
る

施
設

の
い

ず
れ

か
を

保
有

す
る

（
重

複
を

除
い

た
）

実
際

の
工
場
・
事
業
場
数
を
計
上
す
る
。

2
0令
和

４
年

度
揮

発
性

有
機

化
合

物
排

出
施

設
設

置
届

出
件

数
等

調
べ

＜
表

－
2
2
＞

大
気

汚
染

防
止

法
に

係
る

施
設

た
る

Ｖ
Ｏ

Ｃ
排

出
施

設
数

令
和

4
年

度
中

の
設

置
・

使
用

・
廃

止
届

出
施

設
数

①
大

気
汚
染
防

止
法
揮
発

性
有
機
化

合
物
排
出

施
設
保
有

工
場
・
事

業
場

②
電

気
工
作
物

た
る
揮
発

性
有
機
化

合
物
排
出

施
設
保
有

工
場
・
事

業
場

③
ガ

ス
工
作
物

た
る
揮
発

性
有
機
化

合
物
排
出

施
設
保
有

工
場
・
事

業
場

④
鉱

山
に
係
る

施
設
た
る

揮
発
性
有

機
化
合
物

排
出
施
設

保
有
工
場

・
事
業
場

⑤
全

工
場

・
事

業
場

数

電
気
工
作
物
・
ガ
ス
工
作
物
・
鉱
山
に
係
る
施
設
た
る
Ｖ
Ｏ
Ｃ
排
出
施
設
数

合
計

令
和
3
年
度

末
現
在
の

届
出
施
設
数

(
前
回
報
告

値
)

届
出

以
外

の
理

由
に

よ
る

令
和

4
年

度
中

の
増

減
（

見
な

し
廃

止
、

誤
り

等
）

令
和

4
年

度
末

現
在

の
届

出
施

設
数

令
和
4
年
度

中
の
変
更
届

出
施
設
数

(
法

第
1
7
条
の

7
第
1
項
)

設
置

届
出

(
法

第
1
7
条

 
 

の
5

第
1
項

)

使
用

届
出

(
法

第
1
7
条

 
 

の
6

第
1
項

)

使
用

廃
止

届
出

(
法

第
1
7
条

の
1
3
第

2
項

)

令
和

4
年

度
中

の
増

減

令
和
3
年
度
末
現
在
の

届
出
施
設
数
（
前
回
報
告
値
）

令
和
4
年
度
末
現
在
の

届
出
施
設
数

電
気

工
作
物

ガ
ス

工
作
物

鉱
山
に

係
る
施
設

電
気

工
作
物

ガ
ス

工
作
物

鉱
山
に

係
る
施
設

法
　

対
　

象
　

区
　

分

令
和

3
年

度
末
現

在
の

工
場

・
事
業

場
数

（
前

回
報
告

値
）

令
和
4
年
度
末
現
在

の
工
場
・
事
業
場

数

施
行

令
別

表
第

一
の

二
の

項
番

号

施
　

設
　

種
　

類

－103－



（
届

出
施

設
数

）

（
Ａ

）
（

Ｂ
）

（
Ｃ

）
（

Ｄ
）

（
Ｅ

）
（

Ｅ
'
）

（
Ｆ

）
（

Ｇ
）

（
Ｈ

）
（

Ｉ
）

（
Ｊ

）
（

Ｋ
）

（
Ｌ

）
（

Ｍ
）

（
Ｎ

）

0
0

0
0

 小
型

石
炭

混
焼

ボ
イ

ラ
ー

（
石

炭
火

力
発

電
所

）
0

0
0

0

 小
型

石
炭

混
焼

ボ
イ

ラ
ー

（
産

業
用

石
炭

燃
焼

ボ
イ

ラ
ー

）
0

0
0

0

0
0

0
0

 石
炭

専
焼

ボ
イ

ラ
ー

（
石

炭
火

力
発

電
所

）
0

0
0

0

 石
炭

専
焼

ボ
イ

ラ
ー

（
産

業
用

石
炭

燃
焼

ボ
イ

ラ
ー

）
0

0
0

0

 大
型

石
炭

混
焼

ボ
イ

ラ
ー

（
石

炭
火

力
発

電
所

）
0

0
0

0

 大
型

石
炭

混
焼

ボ
イ

ラ
ー

（
産

業
用

石
炭

燃
焼

ボ
イ

ラ
ー

）
0

0
0

0

0
0

0
0

 一
次

施
設

　
銅

0
0

0
0

 一
次

施
設

　
工

業
金

0
0

0
0

0
0

0
0

 一
次

施
設

　
鉛

0
0

0
0

 一
次

施
設

　
亜

鉛
0

0
0

0

0
0

0
0

 二
次

施
設

　
銅

0
0

0
0

 二
次

施
設

　
鉛

0
0

0
0

 二
次

施
設

　
亜

鉛
0

0
0

0

6
0

0
0

0

7
0

0
0

0

2
0

2
3

3
5

 廃
棄

物
焼

却
炉

（
一

般
廃

棄
物

）
0

0
0

3
3

3

 廃
棄

物
焼

却
炉

（
産

業
廃

棄
物

）
1

0
1

1

 廃
棄

物
焼

却
炉

（
下

水
汚

泥
）

1
0

1
1

9
0

0
0

0

施
設

合
計

2
0

0
0

0
0

2
0

3
0

0
3

0
0

5

（
工
場
・
事
業
場
数
）

＜
表
－
2
5
＞

（
Ａ

）
（

Ｂ
）

2
2

1
1

※
「

⑤
全

工
場

・
事

業
場

数
」

に
は

、
大

気
汚

染
防

止
法

、
電

気
事

業
法

、
ガ

ス
事

業
法

及
び

鉱
山

保
安

法

3
3

　
に

係
る

施
設

の
い

ず
れ

か
を

保
有

す
る

（
重

複
を

除
い

た
）

実
際

の
工

場
・

事
業

場
数

を
計

上
す

る
。

令
和

４
年

度
水

銀
排

出
施

設
設

置
届

出
件

数
等

調
べ

＜
表
－
2
4
＞

大
気

汚
染

防
止

法
に

係
る

施
設

た
る

水
銀

排
出

施
設

数

令
和

4
年

度
中

の
設

置
・

使
用

・
廃

止
届

出
施

設
数

小
型

石
炭

混
焼

ボ
イ

ラ
ー

石
炭

燃
焼

ボ
イ

ラ
ー

一
次

施
設

（
銅

又
は

工
業

金
）
　

一
次

施
設

（
鉛

又
は

亜
鉛

）

二
次

施
設

（
銅

、
鉛

又
は

亜
鉛

）

二
次

施
設

(工
業

金
)

セ
メ

ン
ト
の

製
造

の
用

に
供

す
る

焼
成

炉

廃
棄

物
焼

却
炉

水
銀

回
収

施
設

①
大

気
汚

染
防

止
法

水
銀

排
出

施
設

保
有

工
場

・
事

業
場

②
電

気
工

作
物

た
る

水
銀

排
出

施
設

保
有

工
場

・
事

業
場

③
ガ

ス
工

作
物

た
る

水
銀

排
出

施
設

保
有

工
場

・
事

業
場

④
鉱

山
に

係
る

施
設

た
る

水
銀

排
出

施
設

保
有

工
場

・
事

業
場

⑤
全

工
場

・
事

業
場

数

電
気

工
作

物
・

ガ
ス

工
作

物
・

鉱
山

に
係

る
施

設
た

る
水

銀
排

出
施

設
数

合
計

令
和

3
年

度
末

現
在

の
届

出
施

設
数

(
前

回
報

告
値

)

届
出

以
外

の
理

由
に

よ
る

令
和

4
年

度
中

の
増

減
（

見
な

し
廃

止
、

誤
り

等
）

令
和

4
度

末
現

在
の

届
出

施
設

数

令
和

4
年

度
中

の
変

更
届

出
施

設
数

(
法

第
1
8
条

の
2
5
第

１
項

)

設
置

届
出

(
法

第
1
8
条

 
 

の
2
3

第
１

項
)

使
用

届
出

(
法

第
1
8
条

 
 

の
2
4

第
１

項
)

使
用

廃
止

届
出

(
法

第
1
8
条

の
3
1
第

２
項

)

令
和

4
年

度
中

の
増

減

令
和

3
年

度
末

現
在

の
届

出
施

設
数

（
前

回
報

告
値

）
令

和
4
年

度
末

現
在

の
届

出
施

設
数

電
気

工
作

物
ガ

ス
工

作
物

鉱
山

に
係

る
施

設
電

気
工

作
物

ガ
ス

工
作

物
鉱

山
に

係
る

施
設

1
内 訳

2
内 訳

3
内 訳

4
内 訳

5
内 訳

8
内 訳

法
　

対
　

象
　

区
　

分

令
和

3
年

度
末

現
在

の
工

場
・

事
業

場
数

(
前

回
報

告
値

)

令
和

4
年

度
末

現
在

の
工

場
・

事
業

場
数

施
行

規
則

別
表

第
三

の
三

の
項

番
号

施
　

設
　

種
　

類

－104－
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0
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0
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0
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0
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－
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－

0
/

1
5

－
－
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6
0
.
9
 

2
 

～
9
 

0
/

6
4
 

4
6
 

～
3
7
0
 

1
/

6
3
7
0
 

八
重

川
番

所
橋

2
3
9
-
0
1

年
間

7
.
5
 

～
8
.
0
 

*
/

4
7
.
3
 

～
8
.
3
 

*
/

4
7
.
7
 

0
.
6
 

～
1
.
1
 

*
/

4
1
.
1
 

3
 

～
9
 

*
/

4
6
 

－
－

－

八
重

川
宮

元
橋

2
3
9
-
0
2

年
間

7
.
6
 

～
7
.
8
 

*
/

4
6
.
4
 

～
8
.
1
 

*
/

4
7
.
2
 
0
.
5
未

満
～

1
.
6
 

*
/

4
1
.
3
 

6
 

～
7
 

*
/

4
6
 

1
2
0
 

～
3
9
0
 

*
/

4
3
9
0
 

大
谷

川
大

谷
川

水
門

2
4
7
-
0
1

年
間

7
.
5
 

～
7
.
8
 

*
/

4
6
.
2
 

～
9
.
3
 

*
/

4
8
.
0
 
0
.
5
未

満
～

1
.
1
 

*
/

4
0
.
9
 

2
 

～
6
 

*
/

4
4
 

1
1
0
 

～
1
7
0
 

*
/

4
1
7
0
 

本
庄

川
下

流
柳

瀬
橋

0
2
6
-
0
1

A
ロ

年
間

7
.
3
 

～
7
.
7
 

0
/

2
4

8
.
2
 

～
1
1
 

0
/

2
4

9
.
9
 
0
.
5
未

満
～

1
.
2
 

0
/

2
4

0
.
8
 

2
 

～
7
0
 

2
/

2
3

8
 

5
 

～
3
2
0
 

1
/

1
6

2
3
0
 

境
川

梁
川

流
量

観
測

所
0
1
3
-
0
1

A
A

イ
年

間
7
.
7
 

～
8
.
1
 

0
/

1
2

8
.
4
 

～
1
2
 

0
/

1
2

1
0
 

0
.
5
未

満
～

1
.
1
 

1
/

1
2

0
.
6
 

1
未

満
～

3
 

0
/

1
2

1
 

1
1
 

～
1
6
0
 

9
/

1
2

7
0
 

浦
之

名
川

川
口

橋
0
1
4
-
0
1

A
A

イ
年

間
7
.
4
 

～
7
.
8
 

0
/

1
2

8
.
5
 

～
1
1
 

0
/

1
2

9
.
6
 
0
.
5
未

満
～

1
.
1
 

1
/

1
2

0
.
5
 

1
未

満
～

6
 

0
/

1
2

2
 

1
3
 

～
7
4
0
 

1
1

/
1
2

1
4
0
 

清
武

川
下

流
清

武
川

河
口

0
3
0
-
5
3

A
ロ

年
間

7
.
4
 

～
7
.
6
 

0
/

6
8
.
0
 

～
1
0
 

0
/

6
9
.
0
 
0
.
5
未

満
～

0
.
7
 

0
/

6
0
.
7
 

1
未

満
～

2
 

0
/

6
1
 

4
0
 

～
1
2
0
 

0
/

6
1
2
0
 

清
武

川
下

流
木

崎
橋

0
3
0
-
0
1

A
ロ

年
間

7
.
4
 

～
7
.
7
 

0
/

1
2

8
.
1
 

～
1
0
 

0
/

1
2

9
.
3
 
0
.
5
未

満
～

1
.
5
 

0
/

1
2

0
.
6
 

1
未

満
～

3
 

0
/

1
2

1
 

1
3
 

～
1
1
0
0
 

1
/

1
2

1
4
0
 

清
武

川
下

流
木

花
頭

首
工

0
3
0
-
5
2

A
ロ

年
間

7
.
3
 

～
7
.
5
 

0
/

6
7
.
7
 

～
9
.
1
 

0
/

6
8
.
6
 
0
.
5
未

満
～

0
.
9
 

0
/

6
0
.
7
 

1
 

～
4
 

0
/

6
2
 

1
未

満
～

7
5
 

0
/

6
7
5
 

清
武

川
下

流
上

使
橋

0
3
0
-
5
1

A
ロ

年
間

7
.
4
 

～
7
.
7
 

0
/

6
8
.
3
 

～
1
0
 

0
/

6
9
.
2
 
0
.
5
未

満
～

1
.
1
 

0
/

6
0
.
5
 

1
未

満
～

4
 

0
/

6
2
 

4
2
 

～
1
3
0
 

0
/

6
1
3
0
 

清
武

川
上

流
庵

屋
橋

0
2
9
-
0
1

A
A

イ
年

間
7
.
7
 

～
8
.
3
 

0
/

1
2

8
.
5
 

～
1
3
 

0
/

1
2

9
.
8
 
0
.
5
未

満
～

0
.
8
 

0
/

1
2

0
.
6
 

1
未

満
～

1
 

0
/

1
2

1
 

1
1
 

～
2
7
0
 

9
/

1
2

1
5
0
 

清
武

川
上

流
前

の
下

橋
0
2
9
-
5
1

A
A

イ
年

間
7
.
7
 

～
8
.
0
 

0
/

6
8
.
5
 

～
1
1
 

0
/

6
9
.
7
 
0
.
5
未

満
～

1
.
3
 

1
/

6
0
.
8
 

1
未

満
～

1
 

0
/

6
1
 

5
1
 

～
5
3
0
 

6
/

6
5
3
0
 

岡
川

佐
代

橋
2
5
3
-
0
2

年
間

7
.
9
 

～
8
.
5
 

*
/

4
9
.
3
 

～
1
2
 

*
/

4
1
1
 

0
.
6
 

～
1
.
0
 

*
/

4
0
.
7
 

1
未

満
～

5
 

*
/

4
2
 

7
9
 

～
2
2
0
0
 

*
/

4
2
2
0
0
 

岡
川

通
山

橋
2
5
3
-
0
1

年
間

7
.
7
 

～
8
.
0
 

*
/

4
9
.
0
 

～
1
1
 

*
/

4
9
.
9
 
0
.
5
未

満
～

0
.
5
 

*
/

4
0
.
5
 

1
未

満
～

1
 

*
/

4
1
 

2
6
 

～
3
2
 

*
/

4
3
2
 

松
山

川
清

武
川

合
流

点
（

旧
老

人
福

祉
館

下
）

2
5
2
-
0
1

年
間

7
.
8
 

～
8
.
0
 

*
/

4
8
.
2
 

～
1
1
 

*
/

4
9
.
8
 
0
.
5
未

満
～

0
.
6
 

*
/

4
0
.
5
 

1
未

満
～

2
 

*
/

4
1
 

5
1
 

～
1
7
0
0
 

*
/

4
1
7
0
0
 

加
江

田
川

鵜
来

橋
0
7
2
-
5
3

A
A

イ
年

間
7
.
5
 

～
8
.
1
 

0
/

6
7
.
0
 

～
8
.
5
 

2
/

6
7
.
7
 
0
.
5
未

満
～

1
.
4
 

0
/

6
0
.
7
 

1
 

～
3
 

0
/

6
2
 

9
 

～
2
8
0
 

5
/

6
2
8
0
 

加
江

田
川

天
神

橋
0
7
2
-
0
1

A
A

イ
年

間
7
.
4
 

～
7
.
8
 

0
/

1
2

6
.
5
 

～
1
0
 

1
/

1
2

8
.
7
 
0
.
5
未

満
～

0
.
9
 

0
/

1
2

0
.
6
 

1
未

満
～

4
 

0
/

1
2

1
 

1
3
 

～
2
2
0
 

1
0

/
1
2

2
0
0
 

加
江

田
川

丸
野

橋
0
7
2
-
5
2

A
A

イ
年

間
7
.
6
 

～
7
.
9
 

0
/

6
6
.
5
 

～
1
0
 

1
/

6
8
.
5
 
0
.
5
未

満
～

0
.
7
 

0
/

6
0
.
5
 

1
未

満
～

1
 

0
/

6
1
 

5
3
 

～
2
2
0
 

6
/

6
2
2
0
 

令
和

４
年

度
 
公

共
用

水
域

水
質

測
定

結
果

 
地

点
別

総
括

表
 
生

活
環

境
項

目

p
H

D
O

B
O
D
 
（

C
O
D
）

S
S
（

油
分

等
）

大
腸

菌
群

数

水
 
 
域

 
 
名

 
 
 

（
河

川
名

等
）

地
点

名
地

点
統

一
番

号
類

型
達

成
期

間
調

査
区

分
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最
小

～
最

大
m

/
n

最
小

～
最

大
m

/
n

平
均

最
小

～
最

大
m

/
n

7
5
％

値
最

小
～

最
大

m
/

n
平

均
最

小
～

最
大

m
/

n
平

均

p
H

D
O

B
O
D
 
（

C
O
D
）

S
S
（

油
分

等
）

大
腸

菌
群

数

水
 
 
域

 
 
名

 
 
 

（
河

川
名

等
）

地
点

名
地

点
統

一
番

号
類

型
達

成
期

間
調

査
区

分

知
福

川
知

福
橋

2
2
6
-
0
1

年
間

7
.
6
 

～
8
.
2
 

*
/

4
7
.
3
 

～
1
0
 

*
/

4
9
.
1
 
0
.
5
未

満
～

0
.
6
 

*
/

4
0
.
5
未

満
1
未

満
～

2
 

*
/

4
1
 

8
3
 

～
6
5
0
 

*
/

4
6
5
0
 

内
海

川
内

海
橋

2
2
7
-
0
1

年
間

8
.
0
 

～
8
.
1
 

*
/

4
6
.
5
 

～
7
.
5
 

*
/

4
7
.
2
 
0
.
5
未

満
～

0
.
6
 

*
/

4
0
.
5
未

満
1
 

～
5
 

*
/

4
3
 

1
1
 

～
5
7
0
 

*
/

4
5
7
0
 

新
別

府
川

新
別

府
橋

2
4
8
-
0
1

年
間

7
.
3
 

～
7
.
4
 

*
/

4
6
.
0
 

～
6
.
8
 

*
/

4
6
.
5
 

0
.
5
 

～
0
.
9
 

*
/

4
0
.
9
 

9
 

～
1
4
 

*
/

4
1
1
 

6
4
 

～
3
9
0
 

*
/

4
3
9
0
 

石
崎

川
（

新
名

爪
川

）
羽

毛
矢

橋
0
7
4
-
5
3

B
イ

年
間

7
.
5
 

～
7
.
8
 

0
/

6
6
.
9
 

～
8
.
7
 

0
/

6
7
.
4
 

0
.
6
 

～
2
.
3
 

0
/

6
1
.
2
 

5
 

～
9
 

0
/

6
7
 

1
3
0
 

～
6
5
0
 

0
/

6
6
5
0
 

石
崎

川
石

崎
橋

0
7
4
-
0
1

B
イ

年
間

7
.
4
 

～
8
.
4
 

0
/

1
2

6
.
0
 

～
1
3
 

0
/

1
2

8
.
7
 
0
.
5
未

満
～

5
.
4
 

2
/

1
2

1
.
9
 

5
 

～
1
1
 

0
/

1
2

7
 

2
5
 

～
8
1
0
 

0
/

1
2

4
0
0
 

石
崎

川
岩

瀬
橋

0
7
4
-
5
1

B
イ

年
間

7
.
6
 

～
8
.
2
 

0
/

6
7
.
7
 

～
1
2
 

0
/

6
9
.
4
 

0
.
8
 

～
3
.
4
 

1
/

6
1
.
6
 

7
 

～
1
0
 

0
/

6
8
 

9
0
 

～
1
8
0
0
 

2
/

6
1
8
0
0
 

石
崎

川
原

田
橋

0
7
4
-
5
2

B
イ

年
間

7
.
8
 

～
8
.
2
 

0
/

6
8
.
5
 

～
1
3
 

0
/

6
1
1
 

0
.
6
 

～
2
.
4
 

0
/

6
1
.
2
 

2
 

～
1
0
 

0
/

6
4
 

1
8
0
 

～
8
2
0
 

0
/

6
8
2
0
 

一
ツ

瀬
川

下
流

一
ツ

瀬
橋

0
4
2
-
0
2

A
ロ

年
間

7
.
0
 

～
7
.
9
 

0
/

1
2

8
.
0
 

～
1
1
 

0
/

1
2

9
.
3
 
0
.
5
未

満
～

1
.
5
 

0
/

1
2

0
.
5
 

5
 

～
2
6
0
 

1
/

1
2

2
9
 

4
 

～
3
4
0
 

1
/

1
2

7
5
 

日
南

海
岸

青
島

海
水

浴
場

N
o
.
1

6
0
8
-
0
1

A
イ

年
間

8
.
0
 

～
8
.
3
 

0
/

1
0

8
.
0
 

～
1
1
 

0
/

1
0

9
.
2
 

(
0
.
8
)

～
(
2
.
0
)

0
/

1
0

(
1
.
6
)

(
0
.
5
未

満
)

～
(
0
.
5
未

満
)

0
/

1
0

(
0
.
5
未

満
)

1
未

満
～

4
 

0
/

4
4
 

日
南

海
岸

青
島

海
水

浴
場

N
o
.
2

6
0
8
-
6
0

A
イ

年
間

8
.
1
 

～
8
.
3
 

0
/

8
－

－
－

(
1
.
4
)

～
(
3
.
9
)

3
/

8
(
2
.
4
)

－
－

-
－

－
－

日
南

海
岸

白
浜

海
水

浴
場

6
0
8
-
5
4

A
イ

年
間

8
.
1
 

～
8
.
3
 

0
/

1
0

7
.
3
 

～
8
.
3
 

1
/

4
7
.
9
 

(
0
.
7
)

～
(
3
.
3
)

4
/

1
0

(
2
.
5
)

(
0
.
5
未

満
)

～
(
0
.
5
未

満
)

0
/

4
(
0
.
5
未

満
)

1
未

満
～

1
未

満
0

/
4

1
未

満

宮
崎

港
サ

ン
ビ

ー
チ

一
ツ

葉
7
0
4
-
0
7

8
.
1
 

～
8
.
3
 

*
/

8
－

－
－

(
1
.
5
)

～
(
2
.
2
)

*
/

8
(
1
.
9
)

－
－

－
－

－
－

　
（

備
考

）
単

位
 
:
 
p
H
:
な

し
　

　
大

腸
菌

群
数

：
M
P
N
/
1
0
0
m
l
　

　
D
O
、

B
O
D
(
C
O
D
)
、

S
S
（

油
分

等
）

：
m
g
/
L

達
成

期
間

の
イ

：
直

ち
に

達
成

　
　

ロ
：

5
年

以
内

で
可

及
的

速
や

か
に

達
成

m
：

環
境

基
準

値
を

超
え

る
検

体
数

 
 
 
n
：

総
検

体
数

 
 
 

平
均

：
日

間
平

均
値

の
年

平
均

値
 
 
 
 
 
7
5
％

値
：

日
間

平
均

値
の

7
5
％

値

大
淀

大
橋

、
大

ノ
丸

橋
及

び
番

所
橋

は
国

土
交

通
省

測
定

。
相

生
橋

は
市

、
県

及
び

国
土

交
通

省
測

定
。

柳
瀬

橋
は

市
及

び
国

土
交

通
省

測
定

。
一

ツ
瀬

橋
は

市
及

び
県

測
定

。
そ

の
他

の
地

点
は

市
測

定
。
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＜
表

－
2
8
＞

大
淀
川
下
流

相
生
橋

0
1
8
-
0
3

年
間

1
.
3
 

～
2
.
7
 

*
/

8
1
.
8
 

0
.
0
5
4
 

～
0
.
1
1
 

*
/

8
0
.
0
6
9
 

0
.
00
0
0
6
未
満

～
0
.
00
0
0
6
未
満

*
/

5
0
.
00
0
0
6
未
満

0
.
0
0
0
1
未

満
～

0
.
0
0
0
9
 

*
/

5
0
.
0
0
0
3
 

0
.
0
0
1
未

満
～

0
.
0
1
5
 

*
/

6
0
.
0
0
4
 

本
庄
川
下
流

柳
瀬
橋

0
2
6
-
0
1

年
間

0
.
4
5
 

～
0
.
7
8
 

*
/

8
0
.
5
9
 

0
.
0
1
3
 

～
0
.
0
3
0
 

*
/

8
0
.
0
2
1
 

－
－

－
－

－
－

－
－

－

浦
之
名
川

川
口
橋

0
1
4
-
0
1

年
間

0
.
9
4
 

～
1
.
2
 

*
/

4
1
.
0
 

0
.
0
1
1
 

～
0
.
0
1
9
 

*
/

4
0
.
0
1
4
 

－
－

－
－

－
－

－
－

－

境
川

梁
川
流
量
観
測
所

0
1
3
-
0
1

年
間

0
.
4
0
 

～
1
.
1
 

*
/

4
0
.
6
5
 

0
.
0
0
8
 

～
0
.
0
1
0
 

*
/

4
0
.
0
0
9
 

－
－

－
－

－
－

－
－

－

清
武
川
下
流

木
崎
橋

0
3
0
-
0
1

年
間

1
.
3
 

～
2
.
1
 

*
/

4
1
.
6
 

0
.
0
3
3
 

～
0
.
0
4
1
 

*
/

4
0
.
0
3
9
 

－
－

－
－

－
－

－
－

－

清
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上
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庵
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0
2
9
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0
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1
.
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～
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.
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*
/

4
1
.
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0
.
0
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～
0
.
0
3
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/

4
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2
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－
－

－
－
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－
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0
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～
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*
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4
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～
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/

4
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1
 

－
－

－
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－
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－
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0
7
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-
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0
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/

4
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0
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～
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.
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－
－

－
－

－
－

－
－

－
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崎
川

（
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爪

川
）

羽
毛
矢
橋

0
7
4
-
5
3

年
間

0
.
8
8
 

～
1
.
0
 

*
/

4
0
.
9
5
 

0
.
0
5
9
 

～
0
.
0
8
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*
/

4
0
.
0
7
0
 

－
－

－
－

－
－

－
－

－

一
ツ
瀬
川
下
流

一
ツ
瀬
橋

0
4
2
-
0
2

年
間

0
.
4
6
 

～
0
.
6
3
 

*
/

4
0
.
5
5
 

0
.
0
1
4
 

～
0
.
0
7
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*
/

4
0
.
0
3
8
 

0
.
00
0
0
6
未
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～
0
.
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0
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未
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*
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4
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.
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未
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0
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0
0
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0
.
0
0
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*
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4
0
.
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0
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0
.
0
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～
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.
0
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4
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（
備
考
）

単
位
 
:
 
m
g
/
L

m
 
:
 
環
境
基
準
値
を
超
え
る
検
体
数
 
 
 
n
：
総
検
体
数

平
均
 
：
日
間
平
均
値
の
年
平
均
値

令
和

４
年

度
 
公

共
用

水
域

水
質

測
定

結
果

 
地

点
別

総
括

表
 
生

活
環

境
項

目

全
窒
素

全
燐

ノ
ニ
ル
フ
ェ

ノ
ー

ル
直

鎖
ア

ル
キ

ル
ベ

ン
ゼ

ン
ス

ル
ホ

ン
酸

及
び

そ
の

塩
亜

 
 
鉛

相
生
橋
は
市
、
県
及
び
国
土
交
通
省
測
定
。
柳
瀬
橋
は
市
及
び
国
土
交
通
省

測
定
。
一
ツ
瀬
橋
は
市
及
び
県
測
定
。
そ
の
他
の
地
点
は
市
測
定
。

水
 
 
域
 
 
名
 
 
 
 

（
河
川
名
等
）

地
点
名

地
点
統
一

番
号

類
型

達 成 期 間

調
査

区
分

最
小

～
最
大

m
/

n
平
均

最
小

～
最
大

m
/

n
平
均

最
小

～
最
大

m
/

n
平

均
最

小
～

最
大

m
/

n
平

均
最

小
～

最
大

m
/

n
平

均
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値
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/
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0
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0
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0
0
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未
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0
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.0
00
3未

満
0

/
1

0
.
0
0
4
未

満
0
.
0
0
4
未

満
0

/
1

0
.
0
0
4
未

満
0
.
0
0
4
未

満
0

/
1

0
.
0
0
5
未

満
0
.
0
0
5
未

満

加
江

田
川

天
神

橋
0
7
2
-
0
1

0
/

1
0
.
0
0
0
5
未

満
0
.
0
0
0
5
未

満
0

/
1

0
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00
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令
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地

点
別

総
括

表
 
要

監
視

項
目

＜
表
－
2
9
＞

ク
ロ

ロ
ホ

ル
ム

ト
ラ
ン
ス
－

1,
2－

ジ
ク

ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

1
,
2
－

ジ
ク

ロ
ロ

プ
ロ

パ
ン

p
－

ジ
ク

ロ
ロ

ベ
ン

ゼ
ン

イ
ソ

キ
サ

チ
オ

ン

ダ
イ

ア
ジ

ノ
ン

フ
ェ

ニ
ト

ロ
チ

オ
ン

（
M
E
P
）

イ
ソ

プ
ロ

チ
オ

ラ
ン

オ
キ

シ
ン

銅
（

有
機

銅
）

ク
ロ

ロ
タ

ロ
ニ

ル
（

T
P
N
）

プ
ロ

ピ
ザ

ミ
ド

E
 
P
 
N

ジ
ク

ロ
ル

ボ
ス
（

D
D
V
P
）

フ
ェ

ノ
ブ

カ
ル

ブ
（

B
P
M
C
）

イ
プ

ロ
ベ

ン
ホ

ス
（

I
B
P
）

地
 
点
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地
点

統
一

番
号

地
 
点

 
名

地
点

統
一

番
号

地
 
点

 
名

地
点

統
一

番
号
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宮崎市環境基本条例

平成９年３月27日

条例第15号

目次

第１章 総則（第１条―第６条）

第２章 環境の保全に関する基本的施策（第７条―第20条）

第３章 地球環境の保全の推進等（第21条）

第４章 宮崎市環境審議会（第22条―第29条）

附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明

らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全

に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確

保に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(１) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因

となるおそれのあるものをいう。

(２) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、

野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環

境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与する

ものをいう。

(３) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわ

たる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。）、

土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）及

び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密

接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずることをいう。

（基本理念）

第３条 環境の保全は、市民が健康で文化的な生活に欠くことのできない健全で恵み豊かな環境の恵

沢を享受するとともに、人と自然との共生が将来にわたって維持されるように適切に行われなけれ

ばならない。

２ 環境の保全は、市、事業者及び市民の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的な取組により、環

境への負荷の少ない持続的に発展することができる都市を構築することを目的として行われなけれ

ばならない。

３ 地球環境の保全は、市、事業者及び市民が自らの課題としてとらえ、すべての事業活動及び日常

生活において積極的に推進されなければならない。

（市の責務）

第４条 市は、前条に定める環境の保全についての基本理念（以下「基本理念」という。）にのっと

り、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（事業者の責務）

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴う環境への負

荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力す

る責務を有する。

○宮崎市環境基本条例

改正 平成12年３月28日条例第28号 平成17年12月20日条例第152号
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（市民の責務）

第６条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に

自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

第２章 環境の保全に関する基本的施策

（施策の策定等に係る基本方針）

第７条 環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を

旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。

(１) 市民の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、

大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。

(２) 森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に

保全されること。

(３) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られること。

(４) 人と自然との豊かな触れ合いが保たれ、潤いと安らぎのある快適な環境が保全されること。

（環境基本計画の策定）

第８条 市長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、宮崎市環境基本計画

（以下「環境基本計画」という。）を策定しなければならない。

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(１) 環境の保全に関する長期的目標

(２) 環境の保全に関する施策の方向

(３) 環境の保全に関する配慮の方針

(４) 前３号に掲げるもののほか、環境の保全に関する重要事項

３ 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映することができる

ように必要な措置を講ずるとともに、宮崎市環境審議会の意見を聴かなければならない。

４ 市長は、環境基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

（環境の状況等の公表）

第９条 市長は、環境の状況、環境の保全に関して講じた施策の状況等を明らかにした書類を毎年作

成し、これを公表しなければならない。

（施策の策定等に当たっての配慮）

第10条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基

本計画との整合を図り、環境の保全について配慮しなければならない。

（規制の措置）

第11条 市は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講ずるもの

とする。

２ 市は、自然環境その他市民の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するため、前項

に規定する措置に準じて必要な規制の措置を講ずるように努めるものとする。

（経済的措置等）

第12条 市は、市民及び事業者が自らの行為に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の

環境の保全に資する措置をとるように誘導することにより環境の保全上の支障を防止するため、経

済的な助成その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

（環境の保全に関する施設の整備等）

第13条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資す

る事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

２ 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のた

めの事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

（資源の循環的な利用等の促進）

第14条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者と協力して、資源の循環的な利用、

エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
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（環境の保全に関する教育、学習等）

第15条 市は、市民及び事業者が自ら環境の保全についての理解を深めるとともに、これらの者の環

境の保全に関する活動が促進されるように、生涯を通じた環境の保全に関する教育及び学習を振興

し、並びに環境の保全に関する広報活動を充実するため、必要な措置を講ずるものとする。

（市民等の自発的な活動の促進）

第16条 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体による環境の保全に関する自発的

な活動が促進されるように、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

（情報の収集及び提供）

第17条 市は、環境の保全に関する情報の収集に努めるとともに、環境の保全に資するために必要な

情報を適切に提供するように努めるものとする。

（市民等の参加及び協力の促進）

第18条 市は、環境の保全に関する施策の効率的かつ効果的な推進を図るため、市民及び事業者の参

加及び協力の促進に関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。

（調査及び研究の実施）

第19条 市は、環境の保全に資するために必要な調査及び研究の実施に努めるものとする。

（監視等の体制の整備）

第20条 市は、環境の状況を的確に把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必

要な監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。

第３章 地球環境の保全の推進等

第21条 市は、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全に資する施策の推進を図る

ものとする。

２ 市は、関係機関と連携し、環境の保全に関する技術及び情報の提供等を行うことにより、地球環

境の保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。

第４章 宮崎市環境審議会

（設置）

第22条 環境の保全に関する基本的な事項を調査審議させる等のため、環境基本法（平成５年法律第

91号）第44条の規定に基づき、宮崎市環境審議会（以下「審議会」という。）を置く。

（組織）

第23条 審議会は、委員20人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(１) 学識経験を有する者

(２) 関係行政機関の職員

(３) その他市長が適当と認めた者

（任期）

第24条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。

２ 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長）

第25条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代

理する。

（専門委員）

第26条 審議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

２ 専門委員は、学識経験を有する者又は関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱又は任命する。
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（会議）

第27条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

２ 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。

（庶務）

第28条 審議会の庶務は、環境部において処理する。

（委任）

第29条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定め

る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。

（宮崎市公害防止条例の一部改正）

２ 宮崎市公害防止条例（昭和47年条例第41号）の一部を次のように改正する。

（次のよう略）

附 則（平成12年３月28日条例第28号）

この条例は、平成12年４月１日から施行する。

附 則（平成17年12月20日条例第152号）

（施行期日）

１ この条例は、平成18年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行に伴い新たに委嘱又は任命される宮崎市環境審議会の委員の任期は、第24条第１

項の規定にかかわらず、平成19年５月31日までとする。
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宮崎市環境審議会運営要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、宮崎市環境基本条例（平成９年条例第１５号）第２９条の規定

に基づき、宮崎市環境審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し必要な事項

を定めるものとする。

（会議）

第２条 会長は、会議を招集しようとするときは、委員に対し、会議の日時、場所及

び議案を示して、あらかじめ文書で通知するものとする。

２ 会長及び職務代理委員が共に欠けたときに会議を開催しようとするときは、市長

が招集し、委員に対し、前項の規定のとおり通知するものとする。

（欠席）

第３条 委員は、会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長又は市長に申

し出なければならない。

（関係者の事情聴取）

第４条 会長が必要と認めるときは、議事に関係する第三者の出席を求め、その意見

を聴くことができる。

（会議の傍聴）

第５条 会議は、原則として公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、審議

会に諮って会議を非公開とすることができる。

２ 会長は、会議を公開する場合においては、傍聴人の数の制限その他必要な措置を

講じることができる。

（議事録）

第６条 会長は、会議終了後速やかに、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しな

ければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席した委員の氏名

(3) 議案の内容

(4) 審議の経過及び結果

２ 議事録には、会長が会議において指名する委員２名が署名しなければならない。

３ 市長は、会議終了後、議事録を公表するものとする。ただし、会議が非公開の場

合はこの限りではない。

（委員）

第７条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は会長が定め

る。

附 則

この要綱は、平成１８年９月１日から施行する。
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宮崎市環境審議会委員名簿

区　分 所　　　　　属 職　名 氏　　名

宮崎大学 名誉教授
ハラ ダ タカ ノリ

原　田　　隆　典

宮崎大学　工学部 教 授
サカ イ ゴウ

酒　井　　剛

南九州大学　環境園芸学部 教 授
ヒラ オカ ナオ キ

平　岡　　直　樹

宮崎河川国道事務所 副 所 長
ニシ ノ キミ オ

西　野　　公　雄

宮崎県環境森林部 次 長
タ シロ ノブ アキ

田　代　　暢　明

宮崎文化振興協会 理 事 長
タカ シマ ヒロ ユキ

髙　島　　弘　行

NPO法人 大淀川流域ネットワーク 事務局員
ハヤ セ メイ コ

早　瀬　　盟　子

NPO法人 みやざきエコの会 副理事長
フカ タ カツ ヒロ

深　田　　勝　廣

宮崎市自治会連合会 副 会 長
ヨコ ヤマ シュウ ジ

横　山　　脩　二

宮崎商工会議所女性会 理 事
キリ キ ジュン コ

桐　木　　純　子

NPO法人 アジア砒素ネットワーク 理 事
ニシ ムラ カ ヨ

西　村　　佳　代

NPO法人 宮崎野生動物研究会 幹 事
ニシ クニ オ

西　　　邦　雄

※任期：令和５年６月１日～令和７年５月３１日
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宮崎市公害防止条例

昭和47年10月16日

条例第41号

目次

第１章 総則（第１条―第５条）

第２章 公害の防止に関する施策（第６条―第15条）

第３章 規制（第16条―第31条の２）

第４章 削除

第５章 雑則（第41条―第42条）

第６章 罰則（第43条―第46条）

附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、公害の防止に関し必要な事項を

定めることにより、公害対策の総合的推進を図り、もって市民の健康を保護するとともに、生活環

境を保全することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。

(１) 公害 宮崎市環境基本条例（平成９年条例第15号）第２条第３号に規定する公害をいう。

(２) 飲食店営業等 飲食店営業その他の営業のうち、夜間における騒音について統一的に規制す

る必要のある営業で規則で定めるものをいう。

(３) 騒音発生施設 市長の定める区域内における工場又は事業場に設置される施設で、著しい騒

音を発生する施設のうち、騒音規制法（昭和43年法律第98号。以下「法」という。）に定める特

定施設以外の施設で、規則で定めるものをいう。

(４) 特定建設作業 市長の定める区域内において建設工事として行われる作業で、著しい騒音を

発生する作業のうち、法に定める特定建設作業以外の作業で、規則で定めるものをいう。

(５) 指定施設 市長の定める区域内において設置される施設で、著しい騒音を発生する施設のう

ち、第３号に定める施設以外の施設で、規則で定めるものをいう。

（事業者の責務）

第３条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため必要な措置を講ずるとともに、

市が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

２ 事業者は、使用人その他の従業者に対し、公害の防止の意識を普及し、及び公害の防止の意識を

高めるように努めなければならない。

（市の責務）

第４条 市は、市民の健康を保護し、及び生活環境を保全するため、県の施策に準じて施策を講ずる

とともに、自然的、社会的条件に応じた公害の防止に関する施策を策定し、及びこれを実施する責

務を有する。

（市民の責務）

第５条 市民は、市が実施する公害の防止に関する施策及び自然の保護、緑地の造成等自然環境の確

保のための施策に協力する等公害の防止に寄与するように努めなければならない。

○宮崎市公害防止条例

改正 昭和48年７月19日条例第36号 昭和58年３月24日条例第３号

昭和62年３月27日条例第１号 平成６年６月23日条例第17号

平成９年３月27日条例第15号 平成13年６月29日条例第27号

平成17年６月30日条例第44号
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第２章 公害の防止に関する施策

（公害防止の指導）

第６条 市長は、公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、公害を発生させ、又は

発生させるおそれがある者に対し、公害の防止のため必要な措置を講ずるよう指導しなければなら

ない。

（公害防止に関する施設の整備等の推進）

第７条 市は、緩衝地帯の設置等公害の防止のために必要な事業及び下水道、廃棄物の公共的な処理

施設その他公害の防止に資する公共施設の整備事業を推進する措置を講ずるよう努めなければなら

ない。

（監視、測定等の実施）

第８条 市長は、公害の状況をは握し、及び公害の防止のために必要な監視、測定及び試験検査等を

実施するように努めなければならない。

（調査の実施）

第９条 市は、公害の予測に関する調査その他公害の防止のために講ずべき施策の策定に必要な調査

を実施するよう努めなければならない。

（知識の普及等）

第10条 市長は、公害に関する知識の普及を図るとともに、公害の防止の思想を高めるよう努めなけ

ればならない。

（地域開発施策等における公害防止の配慮）

第11条 市は、都市の開発、企業の誘致等地域の開発及び整備に関する施策の策定及び実施に当たっ

ては、公害の防止について配慮しなければならない。

（自然の保護等）

第12条 市は、自然の保護、緑地の造成等を図ることによってすぐれた自然環境を確保し、公害の防

止に資することとなるよう努めなければならない。

（事業者に対する援助）

第13条 市は、事業者が行う公害の防止のための施設の設置又は改善につき、必要な資金のあっせん、

技術的な指導及び助言その他の援助に努めるものとする。

（公害紛争の処理）

第14条 市長は、公害に係る紛争が生じたときは、関係者と協力してその公正な解決に努めるものと

する。

（苦情の処理）

第15条 市長は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるものとする。

２ 前項に規定する苦情の処理を行うため、公害苦情相談員を置く。

第３章 規制

（騒音規制区域）

第16条 市長は、騒音を規制する区域として次に掲げる区域を定めるものとする。

(１) 工場又は事業場において発生する騒音を規制する区域

(２) 建設作業に伴って発生する騒音を規制する区域

(３) 飲食店営業等の営業に伴って発生する夜間における騒音を規制する区域

２ 市長は、前項の規定により区域を定めるときは、公示するものとする。これを変更し、又は廃止

するときも、同様とする。

（規制基準）

第17条 市長は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規制基準を規則で定める

ものとする。

(１) 騒音発生施設を設置する工場又は事業場（以下「特定工場等」という。）において発生する

騒音 騒音の昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとの特定工場等の敷地の境界線に

おける大きさの許容限度

(２) 特定建設作業に伴って発生する騒音 騒音の昼間、夜間その他の時間の区分及び作業時間等

の区分並びに区域の区分ごとの大きさの許容限度
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(３) 飲食店営業等の営業に伴って発生する夜間における騒音 時間の区分及び区域の区分ごとの

当該営業施設の敷地の境界線における大きさの許容限度

２ 市長は、規制基準を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、宮崎市環境基本条例第22条の

規定により置かれる宮崎市環境審議会の意見をきかなければならない。

（騒音発生施設の設置の届出）

第18条 騒音発生施設を設置しようとする者は、その騒音発生施設の設置の工事の開始の日の30日前

までに、規則で定めるところにより、次の事項を市長に届け出なければならない。

(１) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(２) 工場又は事業場の名称及び所在地

(３) 騒音発生施設の種類ごとの数

(４) 騒音防止の方法

(５) その他規則で定める事項

２ 前項の規定による届出には、騒音発生施設の配置図その他規則で定める書類を添付しなければな

らない。

（経過措置）

第19条 一の施設が騒音発生施設となった際、現にその施設を設置している者（設置の工事をしてい

る者を含む。）は、当該施設が騒音発生施設となった日から30日以内に、規則で定めるところによ

り、前条第１項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

２ 前条第２項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

（騒音発生施設の数等の変更の届出）

第20条 第18条第１項又は前条第１項の規定による届出をした者は、その届出に係る第18条第１項第

３号及び第４号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日

の30日前までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

２ 第18条第２項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

（計画変更勧告）

第21条 市長は、第18条第１項又は前条第１項の規定による届出があった場合において、その届出に

係る特定工場等において発生する騒音が、規制基準に適合しないことにより、その特定工場等の周

辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出

をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法又は騒音発生

施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。

（氏名変更等の届出）

第22条 第18条第１項又は第19条第１項の規定による届出をした者は、その届出に係る第18条第１項

第１号若しくは第２号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る騒音発生施設のすべ

ての使用を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

（承継）

第23条 第18条第１項又は第19条第１項の規定による届出をした者からその届出に係る騒音発生施設

のすべてを譲り受け、又は借り受けた者は、当該騒音発生施設に係る当該届出をした者の地位を承

継する。

２ 第18条第１項又は第19条第１項の規定による届出をした者について、相続、合併又は分割（その

届出に係る騒音発生施設を承継させるものに限る。）があったときは、相続人、合併後存続する法

人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該騒音発生施設を承継した法人は、当該届出

をした者の地位を承継する。

３ 前２項の規定により第18条第１項又は第19条第１項の規定による届出をした者の地位を承継した

者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

（騒音発生施設に係る改善命令等）

第24条 市長は、特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことにより、その特定工

場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、期

限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音防止の方法の改善又は騒音発生

施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。
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２ 市長は、第21条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで騒音発生施設を設置してい

るとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その

事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は騒音発生施設の使用の方

法若しくは配置の変更を命ずることができる。

３ 前２項の規定は、第19条第１項による届出をした者の当該届出に係る特定工場等については、同

項に規定する騒音発生施設となった日から３年間は適用しない。ただし、その者が、第20条第１項

の届出をした場合において当該届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。

（小規模の事業者に対する配慮）

第25条 市長は、小規模の事業者に対する第21条又は前条第１項若しくは第２項の規定の適用に当た

っては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう、当該勧告又は命令の内容

について特に配慮しなければならない。

（特定建設作業の実施の届出）

第26条 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の７日前ま

でに、規則で定めるところにより、次の事項を市長に届け出なければならない。ただし、災害その

他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

(１) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(２) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(３) 特定建設作業の場所及び実施の期間

(４) 騒音の防止の方法

(５) その他規則で定める事項

２ 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項

を市長に届け出なければならない。

３ 前２項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の附近の見取図その他規則で定める書類

を添付しなければならない。

（特定建設作業に係る改善命令等）

第27条 市長は、特定建設作業に伴って発生する騒音が、特定建設作業の騒音に係る規制基準に適合

しないことにより、その特定建設作業の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該

建設工事を施工する者に対し期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音

の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

２ 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないで特定建設作業を行っている

ときは、期限を定めて同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善、

又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

３ 市長は、公共性のある施設又は工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業について、前

２項の規定による勧告又は命令を行うに当たっては、当該建設工事の円滑な実施について特に配慮

しなければならない。

（指定施設の騒音防止）

第28条 指定施設を設置する者は、当該施設から発生する騒音により、近隣の生活環境に支障を生じ

ないよう騒音の防止に努めなければならない。

２ 市長は、指定施設から発生する騒音が、当該施設の所在する地域に適用される特定工場等に係る

規制基準を超えることにより、著しく周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該施設を設

置している者に対して、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止について必要

な勧告をすることができる。

（拡声機使用の制限）

第29条 何人も、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより周辺の生活環境を保

全する必要がある地域で規則で定める区域内においては、規則で定める場合を除き、商業宣伝を目

的として拡声機を使用してはならない。
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（深夜における音響機器使用の制限）

第29条の２ 飲食店営業等を営む者は、深夜における静穏の保持を必要とする地域として規則で定め

る区域において、午後11時から翌日の午前６時までの間においては、規則で定める音響機器を使用

し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発生する音が外部に漏れない営業施設

については、この限りでない。

（飲食店営業等に係る騒音の制限）

第30条 飲食店営業等を営む者は、当該営業を営むことにより、第17条第１項第３号に規定する規制

基準を超える騒音を発生させてはならない。

（勧告及び命令）

第31条 市長は、前３条の規定に違反する行為により、人の健康又は生活環境が損なわれると認める

ときは、当該行為をしている者又はさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するため

に必要な限度において当該行為の停止、その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

２ 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないで、当該行為をしているとき

は、期限を定めて、同項の事態を除去するため必要な限度において、当該行為の停止その他必要な

措置をとるべきことを命ずることができる。

３ 前２項の規定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から１年間は、

適用しない。

(１) 一の地域が新たに第16条第１項第３号に規定する規制区域（以下この号において「規制区域」

という。）となった際現にその地域内において飲食店営業等を営んでいる者 当該地域が規制区

域となった日

(２) 一の営業が新たに飲食店営業等となった際現にその営業を営んでいる者 当該営業が飲食店

営業等となった日

（利用者の責務）

第31条の２ 飲食店営業等の営業施設を利用する者は、その利用に当たっては、当該営業を営む者に

協力し、騒音の防止に努めなければならない。

第４章 削除

第32条から第40条まで 削除

第５章 雑則

（報告及び検査）

第41条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、騒音発生施設を設置する者、特定建設作業

を伴う建設工事を施工する者若しくは飲食店営業等を営む者に対し、騒音発生施設の状況、特定建

設作業の状況、飲食店営業等の営業の状況、騒音防止の方法その他必要な事項の報告を求め、又は

その職員に騒音発生施設を設置する者の工場若しくは事業場、特定建設作業を伴う建設工事を施工

する者の建設工事の場所若しくは飲食店営業等を営む者の営業施設に立ち入り、騒音発生施設、帳

簿、書類その他の物件を検査させることができる。

２ 前項の規定により立ち入り検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを

提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立ち入り検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら

ない。

（事故時の措置）

第41条の２ 事業者は、工場又は事業場において事故等が発生したことにより公害が発生し、又は発

生するおそれがあると認められる事態が発生したときは、直ちに、必要な措置を講ずるとともに市

長に報告しなければならない。

（勧告）

第41条の３ 市長は、第24条第１項、第27条第１項及び第31条第１項に規定するもののほか、公害が

発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、その公害を発生させ、又は発生させるおそれ

がある者に対し、公害の防止のため必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

（委任）

第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
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第６章 罰則

第43条 第24条第２項又は第31条第２項の規定による命令（第29条に係るものを除く。）に違反した

者は、１年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第44条 第18条第１項による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第27条第２項の規定によ

る命令に違反した者は、５万円以下の罰金に処する。

第45条 第19条第１項、第20条若しくは第26条第１項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出

をした者又は第41条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規

定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、３万円以下の罰金に処する。

第46条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業

務に関し、前３条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条

の罰金刑を科する。

附 則

１ この条例は、公布の日から起算して、６月をこえない範囲内において規則で定める日（昭和48年

４月15日規則第２号）から施行する。ただし、第１条、第２条及び第32条から第40条まで並びに附

則第２項及び第３項の規定は、公布の日から施行する。

２ 宮崎市公害対策審議会条例（昭和44年条例第40号。以下「旧条例」という。）は、廃止する。

３ この条例施行の際現に旧条例第２条第２項の規定により委嘱されている委員は、第33条第２項の

規定により委嘱されたものとみなす。ただし、この場合の委員の任期は、第34条第１項の規定にか

かわらず、昭和48年８月31日までとする。

附 則（昭和48年７月19日条例第36号抄）

１ この条例は、昭和48年８月１日から施行する。

附 則（昭和58年３月24日条例第３号抄）

（施行期日）

１ この条例は、昭和58年６月１日から施行する。

附 則（昭和62年３月27日条例第１号抄）

（施行期日）

１ この条例は、昭和62年４月１日から施行する。

附 則（平成６年６月23日条例第17号）

（施行期日）

１ この条例は、平成６年８月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の宮崎市公害防止条例の規定に基づく宮崎市公

害対策審議会の委員である者は、この条例による改正後の宮崎市公害防止条例の規定に基づく宮崎

市公害対策審議会の委員となるものとし、その任期は、宮崎市公害防止条例第34条第１項の規定に

かかわらず、平成７年10月31日までとする。

附 則（平成９年３月27日条例第15号抄）

（施行期日）

１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。

附 則（平成13年６月29日条例第27号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成17年６月30日条例第44号）

（施行期日）

１ この条例は、平成17年10月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現にみやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例（平成17年宮崎県条

例第20号）附則第２項の規定による廃止前の宮崎県公害防止条例（昭和44年宮崎県条例第31号）第

７条に規定する規制基準に係る区域において飲食店営業等を営んでいる者については、改正後の第

31条第３項第１号の規定は、適用しない。
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宮崎市公害防止条例施行規則

昭和48年３月31日

規則第３号

（趣旨）

第１条 この規則は、宮崎市公害防止条例（昭和47年条例第41号。以下「条例」という。）の施行に

関し必要な事項を定めるものとする。

（用語）

第２条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

（飲食店営業等）

第３条 条例第２条第２号の規則で定める営業は、次に掲げる営業とする。

(１) 食品衛生法施行令（昭和28年政令第229号）第35条第１号に規定する飲食店営業（移動式店舗

（自動車その他の車両により移動して営業するものをいう。）によるものを除く。）

(２) ボウリング場営業

(３) バッティング練習場営業

(４) スケート場営業

(５) ゴルフ練習場営業

(６) 興行場法（昭和23年法律第137号）に基づく興行場

(７) 道路運送法（昭和26年法律第183号）に基づく自動車運送業のうち、駐車施設を有する営業

(８) 駐車場業

（騒音発生施設）

第４条 条例第２条第３号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(１) 金属加工機械で次に掲げるもの

イ せん断機（原動機の定格出力が3.75キロワット未満のもの）

ロ 直線機（原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの）

(２) 空気圧縮機（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令（昭

和43年政令324号）別表第１第２号の規定により環境大臣が指定するもの以外のものであって、原

動機の定格出力が0.75キロワット以上7.5キロワット未満のもの）及び送風機（原動機の定格出力

が0.75キロワット以上7.5キロワット未満のもの）

(３) 木材加工機械で次に掲げるもの

イ 帯のこ盤（製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット未満のもの、木工用の

ものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット未満のもの）

ロ 丸のこ盤（製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット未満のもの、木工用の

ものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット未満のもの）

ハ かんな盤（原動機の定格出力が2.25キロワット未満のもの）

(４) 冷却塔（原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの）

(５) 冷凍機械で次に掲げるもの

イ アンモニアガス圧縮機（原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの）

ロ フレオンガス圧縮機（原動機の定格出力が1.5キロワット以上のもの）

○宮崎市公害防止条例施行規則

改正 昭和51年５月８日規則第５号 昭和57年６月23日規則第24号

昭和59年３月31日規則第７号 平成元年３月28日規則第13号

平成７年３月20日規則第７号 平成９年12月25日規則第63号

平成13年３月30日規則第14号 平成16年６月25日規則第32号

平成17年６月30日規則第48号 平成27年７月31日規則第69号

平成 30 年３月 30 日規則第 48 号 令和元年６月 27日規則第３号

令和３年６月 30 日規則第 57 号

令和５年３月 31 日規則第 53 号

令和３年 12月 27 日規則第 87号
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(６) 石材引割機（原動機の定格出力が1.5キロワット以上のもの）

(７) ドラム缶洗浄用機械及び加工機械

(８) コンクリート機械で次に掲げるもの

イ コンクリートブロックマシン

ロ コンクリート振動機

ハ コンクリートミキサー

(９) 穀物用機械で次に掲げるもの

イ 製粉機（ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット未満のもの）

ロ 精米麦機（原動機を用いるもの）

(10) 瓶洗浄機械

(11) 瓶詰機械

(12) 自動操糸機

(13) 副蚕機

(14) 製箱機械（原動機を用いるもの）

(15) 段ボール製造機械（原動機を用いるもの）

(16) 機械式集じん機（原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの）

（特定建設作業）

第５条 条例第２条第４号の規則で定める作業は、次に掲げる作業とする。

(１) インパクトレンチを使用する作業

(２) 発電機（出力が75キロボルトアンペア以上のもので内燃機関を使用するものに限る。）を使

用する作業

(３) コンクリートミキサー車を使用するコンクリート打設作業

（指定施設）

第６条 条例第２条第５号の規則で定める施設は、原動機を使用する機器（風力又は水力を利用する

ものを除く。）とする。

（公害苦情相談員の職務）

第７条 条例第15条第２項に規定する公害苦情相談員は、公害に関する苦情について、市民の相談に

応じ、その処理のために必要な調査、その他の事務を行うものとする。

（規制基準）

第８条 条例第17条第１項の規定による規制基準は、別表に掲げるとおりとする。

（騒音発生施設の設置の届出）

第９条 条例第18条第１項の規定による届出は、騒音発生施設設置届出書（様式第１号）によってし

なければならない。

２ 条例第18条第１項第５号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(１) 工場又は事業場の事業内容

(２) 常時使用する従業員数

(３) 騒音発生施設の型式及び公称能力

(４) 騒音発生施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻

３ 条例第18条第２項の規定により第１項の届出書に添付しなければならない書類は、特定工場等及

びその付近の見取図とする。

（経過措置に伴う届出）

第10条 条例第19条第１項の規定による届出は、騒音発生施設使用届出書（様式第２号）によってし

なければならない。

２ 前条第３項の規定は、前項の届出に準用する。
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（騒音発生施設の数等の変更の届出）

第11条 条例第20条第１項の規定による届出は、条例第18条第１項第３号に掲げる事項の変更の届出

にあっては騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書（様式第３号）、条例第18条第１項第４号に掲

げる事項の変更の届出にあっては騒音防止の方法変更届出書（様式第４号）によってしなければな

らない。

２ 条例第18条第１項第３号に掲げる事項の変更に係る騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書には、

当該変更に係る騒音発生施設の種類ごとに、第９条第２項第３号及び第４号に掲げる事項を記載し

なければならない。

３ 条例第20条第２項において準用する条例第18条第２項の規定により第１項の届出書に添付しなけ

ればならない書類は、第９条第３項に規定するものとする。

（氏名の変更等の届出）

第12条 条例第22条の規定による届出は、条例第18条第１項第１号又は第２号に掲げる事項の変更の

届出にあっては氏名変更届出書（様式第５号）、特定工場等に設置する騒音発生施設の全ての使用

の廃止の届出にあっては騒音発生施設使用全廃届出書（様式第６号）によってしなければならない。

（承継の届出）

第13条 条例第23条第３項の規定による届出は、承継届出書（様式第７号）によってしなければなら

ない。

（特定建設作業の実施の届出）

第14条 条例第26条第１項及び第２項の規定による届出は、特定建設作業実施届出書（様式第８号）

によってしなければならない。

２ 条例第26条第１項第５号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(１) 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏

名

(２) 特定建設作業の種類

(３) 特定建設作業に使用される第５条各号に規定する機械の名称、型式及び仕様

(４) 特定建設作業の開始及び終了の時刻

(５) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあってはその代表者の氏名

(６) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場

合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

３ 条例第26条第３項の規定により第１項の届出書に添付しなければならない書類は、特定建設作業

を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。

（拡声機使用の制限区域）

第15条 条例第29条の規則で定める区域は、学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学

校、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条第１項に規定する保育所、医療法（昭和23年法律第

205号）第１条の５第１項に規定する病院及び同条第２項に規定する診療所のうち患者を入院させる

ための施設を有するもの、図書館法（昭和25年法律第118号）第２条第１項に規定する図書館、老人

福祉法（昭和38年法律第133号）第５条の３に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第２条第７項に規

定する幼保連携型認定こども園の敷地及びその周囲50メートル以内の区域とする。

２ 条例第29条の規則で定める場合は、祭礼その他地域の慣習となっている行事に伴い拡声機を使用

する場合とする。

（深夜における音響機器使用の制限）

第16条 条例第29条の２の規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。

(１) 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種中

高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域及び準住居地域
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(２) 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域のうち、医療法第１条の５第１項に規定する病院及

び同条第２項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの並びに住宅（人の居住の用に

供する建物又は建物の部分をいう。）の周囲10メートル以内の区域

２ 条例第29条の２の規則で定める音響機器は、次に掲げる音響機器とする。

(１) カラオケ装置（伴奏音楽等を収録した録音テープ等を再生し、これに合わせてマイクロホン

を使って歌唱できるように構成された装置をいう。）

(２) 音響再生装置

(３) 拡声装置

(４) 有線ラジオ放送装置（受信装置に限る。）

(５) 楽器

（立入検査の身分証明書）

第17条 条例第41条第２項の証明書の様式は、様式第９号のとおりとする。

附 則

この規則は、条例の施行の日から施行する。

附 則（昭和51年５月８日規則第５号）

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際、現に存する特定工場等のうち、騒音規制区域の区分の変更により、騒音に係

る規制基準に適合しないこととなるものについては、宮崎市公害防止条例施行規則別図の改正規定

にかかわらず、昭和52年３月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則（昭和57年６月23日規則第24号）

この規則は、昭和57年７月１日から施行する。

附 則（昭和59年３月31日規則第７号）

この規則は、昭和59年５月１日から施行する。

附 則（平成元年３月28日規則第13号）

この規則は、平成元年10月１日から施行する。

附 則（平成７年３月20日規則第７号）

この規則は、平成７年４月１日から施行する。

附 則（平成９年12月25日規則第63号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成13年３月30日規則第14号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成16年６月25日規則第32号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成17年６月30日規則第48号）

この規則は、平成17年10月１日から施行する。

附 則（平成27年７月31日規則第69号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成 30年 3月 30 日規則第 48号）

（施行期日）

１ この規則は、平成 30年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現にある既存の規則による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により使用

されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ

とができる。

附 則（令和元年６月 27日規則第３号）

（施行期日）

１ この規則は、令和元年７月１日から施行する。

（経過措置）
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２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により使用さ

れている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ

とができる。

附 則（令和３年６月30日規則第57号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（令和３年12月27日規則第87号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により使

用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用す

ることができる。

附 則（令和５年３月31日規則第53号）

この規則は、公布の日から施行する。

別表（第８条関係）

１ 特定工場等において発生する騒音に係る規制基準

特定工場等において発生する騒音に係る規制基準は、次の表のとおりとする。ただし、第２種

区域、第３種区域又は第４種区域の区域内に所在する学校教育法第１条に規定する学校、児童福

祉法第７条第１項に規定する保育所、医療法第１条の５第１項に規定する病院及び同条第２項に

規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第２条第１項に規定

する図書館、老人福祉法第５条の３に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２条第７項に規定する幼保連携型認定こど

も園の敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、同表に掲げるそれぞれの値から５

デシベルを減じた値とする。

第１種区域から第４種区域までの区域の区分は、別に告示する。

備考

１ デシベルとは、計量法（平成４年法律第51号）別表第２に定める音圧レベルの計量単位をい

う。

２ 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合に

おいて、周波数補正回路はＡ特性を、動特性は速い動特性（ＦＡＳＴ）を用いることとする。

３ 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Ｚ8731に定める騒音レベル測定方法によるもの

とし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

イ 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

ロ 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合

は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

時間の区分昼間（午前８時から午

後７時まで）

朝（午前６時から午前

８時まで）

夜間（午後10時から午

前６時まで）

区域の区分

夕（午後７時から午後

10時まで）

第１種区域 45デシベル 40デシベル 40デシベル

第２種区域 55デシベル 50デシベル 45デシベル

第３種区域 65デシベル 60デシベル 50デシベル

第４種区域 70デシベル 65デシベル 55デシベル
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ハ 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端

の数値とする。

ニ 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、

その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

２ 特定建設作業に伴って発生する騒音に係る規制基準

(１) 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超え

る大きさのものでないこと。

(２) 特定建設作業の騒音が、付表の第１欄に掲げる区域の区分に応じ、付表の第２欄に掲げる

時間内において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他

非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に

対する危険を防止するために特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正

常な運行を確保するため特にこの号本文に掲げる時間（以下「夜間」という。）において当該

特定建設作業を行う必要がある場合、道路法（昭和27年法律第180号）第34条の規定に基づき、

道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35

条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきことと同意された場合並び

に道路交通法（昭和35年法律第105号）第77条第３項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該

特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第１項の規定に基づく

協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業

に係る騒音は、この限りでないこと。

(３) 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業の場所において、付表の第１欄に掲げる区域の

区分に応じ、付表の第３欄に掲げる時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するもの

でないこと。ただし、当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合、災害その他非

常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に

対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設

作業に係る騒音は、この限りでないこと。

(４) 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作

業の場所において、付表の第１欄に掲げる区域の区分に応じ、付表の第４欄に掲げる期間を超

えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態

の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危

険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係

る騒音は、この限りでないこと。

(５) 特定建設作業の騒音が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するも

のでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必

要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必

要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その

他の休日に行う必要がある場合、電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第77号）第１条

第２項第１号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作

業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事

する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他

の休日に行う必要がある場合、道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建

設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づ

く協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきことと同意された場合並び

に道路交通法第77条第３項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日そ

の他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第80条第１項の規定に基づく協議にお

いて当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合における当該特定建

設作業に係る騒音は、この限りでないこと。
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付表

備考 騒音の測定方法等については、特定工場等において発生する騒音に係る規制基準の備考に定

めるところによる。

３ 飲食店営業等に係る規制基準

飲食店営業等に係る騒音の規制基準は、次の表のとおりとする。

備考 騒音の測定方法等については、特定工場等において発生する騒音に係る規制基準の備考に定

めるところによる。

区域 作業禁止時刻 最大作業時間 最大作業日数

１の項に定める第１種区域から第３

種区域までの全域及び第４種区域の

うち、次に掲げる施設の敷地の周囲80

メートル以内の区域

１ 学校教育法第１条に規定する学

校

２ 児童福祉法第７条第１項に規定

する保育所

３ 医療法第１条の５第１項に規定

する病院及び同条第２項に規定す

る診療所のうち患者を入院させる

ための施設を有するもの

午後７時から翌日

の午前７時まで

10時間 連続して６日

４ 図書館法第２条第１項に規定す

る図書館

５ 老人福祉法第５条の３に規定す

る特別養護老人ホーム

６ 就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関す

る法律第２条第７項に規定する幼

保連携型認定こども園

１の項に定める第４種区域のうち、上

欄に掲げる区域以外の区域

午後10時から翌日

の午前６時まで

14時間

時間の区分午後10時から翌日の午前６時まで

区域の区分

第１種低層住居専用地域及び第２種低層

住居専用地域

40デシベル

第１種中高層住居専用地域、第２種中高層

住居専用地域、第１種住居地域、第２種住

居地域及び準住居地域

45デシベル

近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 50デシベル

工業地域 55デシベル
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